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【報告書について】 
 

１．データ版の公開 

 本報告書のデータ版は、本連合のホームページに掲載を行う。墨字版（ＰＤＦ版）

の他に、テキスト版、点字版、デイジー版を掲載する予定となっている。 

  日本視覚障害者団体連合 ホームページＵＲＬ http://nichimou.org/ 

 

２．視覚障害者に関する名称の統一 

 視覚障害の状態を表現するための用語には様々な種類があるが、本報告書では 

全盲、ロービジョン（弱視）、盲ろうという用語を用いた。 

 

３．調査結果の掲載内容 

 本報告書に掲載した調査結果は、平成３０年度実績を掲載している。なお、一部の

回答者からは、令和元年度実績等が示されたが、平成３０年度実績と見なして掲載し

た。 

 



 
 

 

 



   
 

はじめに 

 

 文字による情報伝達量は刻々と増大しており、情報の受発信の

困難さは、若き視覚障害者の未来を狭め、高齢の視覚障害者から

社会活動の充実感を奪っている。すなわち、これこそが視覚障害

者への代筆・代読支援の必要な所以である。ところが、現実はど

うか。本連合が平成３０年度に実施した実態調査によると、実施

自治体の数は極めて少なかった。代筆・代読支援は、障害者総合

支援法の地域生活支援事業に位置付けられた意思疎通支援事業

として実施できるサービスとなっているのにも関わらず、このよ

うな結果となっていた。 

 この乖離はいったいどこから来ているのか。その答えを見つけ、

各自治体が積極的に取り組めるよう、事業の実施方法やその展開

を検討したのが本年度の調査研究事業の目的である。解答は見つ

かったのか。詳しくは本編に譲るとして、ここでは乖離を生じさ

せている原因と推察される代筆・代読支援の抱える事情を２点掲

げ、本編に併せ、自治体並びに視覚障害当事者に再認識を求めた

い。 

 

 第１は、代筆・代読支援の必要度に個人差が大きいこと。支援

を受けている複数の視覚障害者からは極めて高い評価が聞かれ

る。ただし、惜しむらくは、その良さやサービス自体が知られて

いないことだ。家族や知人によって読み書きの支援を受けられる

者には、相対的に必要度は低くなるとの事情が背景にある。これ

とて必要な時に必要なだけ受けているわけではない。 

 第２は、代筆・代読支援が同行援護や居宅介護の狭間のサービ

スと受け取られていること。両サービスは、いずれも支援者によ

る代筆・代読の支援が含まれている。そのため、これらのサービ

スを受けている者には、代筆・代読支援が不要との見方も出てき

てしまう。果たしてそうだろうか。 

 

 代筆・代読支援においては、家族からの支援、同行援護や居宅

介護の枠内には収まらない量的・質的な長所のあることを強調し、

制度の確立が不可欠であることを訴えたい。そのため、支援が必

要な視覚障害者に対して、必要な時間の派遣ができる人的・組織

的・予算的な要因を整えることが期待される。本調査はこうした

政策提言を内包したものである。 

 最後に、ご協力いただいた委員に心から感謝申し上げる。 
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第１章 事業概要 
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１ 事業の概要 

 

１．事業名 

 厚生労働省令和元年度障害者総合福祉推進事業 

 「地域における視覚障害者への代筆・代読支援に向けた調査研究」 

 

２．事業の目的 

 視覚障害者への代筆・代読支援は、障害者総合支援法による意

思疎通支援事業において市町村が実施できることとなっている

が、各市町村での取り組みが低調となっている。そのため、本事

業では各市町村が積極的に取り組めるよう、以下の論点について

検討を行う。 

 論点① 効果的な事業の実施方法の在り方 

 論点② 効果的な事業展開の在り方 

 

３．事業内容 

（１）検討委員会の設置 

 上記論点の課題整理を行うために検討委員会を設置し、以下の

事項について検討を行う。 

 ①代筆・代読支援に関わる現状整理 

 ②実態調査の実施内容 

 ③調査結果のまとめ 

 

（２）実態調査の実施 

 検討委員会の検討内容に基づき、以下の方法で調査を実施する。 

 ①書面調査 

 ②ヒアリング調査 

 

（３）報告書の作成 

 実態調査の結果と検討委員会での意見を踏まえ、本調査のとり

まとめとして報告書を作成する。なお、報告書の作成後は、全国

の視覚障害関係団体や関係機関等に報告書を配布し、調査結果の

周知を行う。 
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２ 検討委員会の概要 

 

１．委員名簿（順不同・敬称略） 

 中野 泰志  慶應義塾大学経済学部 教授【委員長】 

 渡辺 哲也  新潟大学工学部 准教授【副委員長】 

 竹下 義樹  日本視覚障害者団体連合 会長 

 伊敷 政英  Cocktailz（カクテルズ） 代表  

 竹井 智人  我孫子市健康福祉部障害福祉支援課 主査長 

 田中 伸明  名古屋市視覚障害者協会 会長 

 棚橋 公郎  視覚障害者生活情報センターぎふ 部長 

 原田 敦史  全国視覚障害者情報提供施設協会 常任理事 

 山下 正知  全国盲ろう者協会 常務理事 

 

２．開催日程 

第１回委員会 

期日：令和元年７月３０日 

場所：日本盲人福祉センター 研修室 

議事：代筆・代読支援の実態に関する検討 

   実態調査に向けた検討 

 

第２回委員会 

期日：令和元年９月６日 

場所：日本盲人福祉センター 研修室 

議事：調査内容・調査対象の検討 

 

 

第３回委員会 

期日：令和２年１月３１日 

場所：日本視覚障害者センター 研修室 

議事：調査結果の報告 

   調査結果のとりまとめに向けた検討 

 

第４回委員会 

（意見交換会） 

期日：令和２年２月２８日 

場所：ＴＫＰ市ヶ谷カンファレンスセンター 

   ホール６Ｃ 

議事：調査結果のとりまとめの検討 

   報告書の検討 

   意見交換会の開催 
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第２章 調査に向けた論点整理 
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１ 平成３０年度調査の概要 

 

１．調査事業の背景 

 視覚による情報入手が困難である視覚障害者にとって、書類等

を「読むこと」「書くこと」は困難を伴う行為であり、日常生活

を送る上でこれらの読み書きに対する支援「代筆・代読支援」は

必須となっている。しかし、全国の視覚障害者からは、自治体の

公的な福祉サービスによる支援に不満を持ち、その改善を求める

声が多い。特に、全国の自治体が実施する地域生活支援事業の意

思疎通支援事業に含まれている代筆・代読支援は、サービスの一

つであるにも関わらず、実施している自治体が少ないとされてお

り、その改善が求められていた。 

 そのため、厚生労働省の平成３０年度障害者総合福祉推進事業

「視覚障害者への代筆・代読支援に関する調査研究」（※１）にお

いて、意思疎通支援事業「代筆・代読支援」に関する調査を実施

した。以下では、平成３０年度調査において判明した内容等を整

理する。 

  （※１）「視覚障害者への代筆・代読支援に関する調査研究」報告書 

   http://nichimou.org/all/news/secretariat-news/190409-jim/ 

 

２．公的な福祉サービスと代筆・代読の支援 

 現在、視覚障害者に対する公的な福祉サービスは障害者総合支

援法により実施されており、視覚障害者の代筆・代読の支援につ

いては、以下の三つのサービスの中で支援を受けることができる。 

 

   Ａ 障害福祉サービス 

      ①居宅介護 

      ②同行援護 

   Ｂ 地域生活支援事業 

      ③意思疎通支援事業「代筆・代読支援」 

 

 まず、①居宅介護と②同行援護は、視覚障害者に対する重要な

支援であることから、利用する者が多い福祉サービスとなってい

る。 

 ①居宅介護では、居宅における家事援助の一環で代筆・代読の

支援が行われている。居宅内での日常生活が困難な視覚障害者は

居宅介護を利用しており、この福祉サービス自体のニーズは比較

的高いものとされている。 
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 ②同行援護では、移動時の情報提供として代筆・代読の支援が

行われている。視覚障害者にとって移動の支援はもちろん必須だ

が、移動時の情報提供がなければ安全な移動はできない。そのた

め、同行援護では、利用者への情報提供を重要視しており、支援

者の養成において、代筆・代読の支援をカリキュラムに盛り込ん

でいる。 

 

 しかし、利用者の代筆・代読に関するニーズと、①居宅介護と

②同行援護の支援内容を照らし合わせると、そこには大きな課題

があることが分かった。それは、利用者は「居宅での代筆・代読

の支援」を求めているにも関わらず、両サービスでは支援の実施

が実質的に難しいことである。 

 まず、①居宅介護では、実際の利用状況を確認すると、利用者

は優先度が高い家事援助に関する支援を依頼しており、代筆・代

読の支援を依頼するまでの支給時間が無いことが分かった。また、

視覚障害者は、居宅介護の支援区分が他障害より低いことが多い

ことから、支給時間が少ない、あるいは対象外となっていること

も一因となっている。 

 また、②同行援護においては、外出時の情報提供として代筆・

代読の支援を行っているため、居宅での代筆・代読の支援は行う

ことができない。この点は、利用者からの不満も多く、同行援護

のサービス自体を改善してほしいとの声に繋がっている。 

 

 そのため、平成３０年度調査においては、①居宅介護と②同行

援護では実施できない「居宅での代筆・代読の支援」を支える存

在として、意思疎通支援事業「代筆・代読支援」の可能性に着目

し、調査を実施することになった。 

 

【居宅介護と同行援護での代筆・代読支援の整理】 

 居宅 外出 

 

居宅介護 

・代筆・代読の支援は可

能だが、実際は利用が

難しい 

・サービスの対象外 

 

同行援護 

 

・サービスの対象外 ・情報提供として代筆・

代読の支援は可能 

      ●当事者のニーズ 

      居宅での代筆・代読の   

      支援を受けたい！ 

意思疎通支援事業 

「代筆・代読支援」 

では可能ではないか？ 
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３．意思疎通支援事業「代筆・代読支援」の概要 

 まず、代筆・代読支援が含まれている意思疎通支援事業につい

ての背景を整理すると、この事業は地域生活支援事業の一つであ

り、地域の事情を踏まえて、自治体の裁量によって事業が実施で

きるものとなっている。実際、意思疎通支援事業に含まれる手話

通訳者や要約筆記者の派遣等は各地域で活発に利用されており、

意思疎通支援事業自体の実施率は非常に高いとされている。 

 このような背景があるにもかかわらず、代筆・代読支援につい

ては、以前より自治体での実施率が低調であると指摘されていた。

また、実施率の低さが一因となり、同サービスの利用者にあたる

視覚障害者がこのサービスの存在自体を知らない傾向があり、そ

のため、代筆・代読の支援に対するニーズは強いものの、同サー

ビスの開始を求める声に結び付かない流れもあった。 

 一方で、過去の調査等を整理すると、自治体等からは「視覚障

害当事者の代筆・代読の支援に対するニーズが分かりにくい」と

の意見も寄せられていた。このニーズの不明確さも、同サービス

の開始を止めている要因の一つとも考えられていた。 

 

 そのため、平成３０年度調査においては、視覚障害者と自治体

に対する全国調査を実施することで、視覚障害者の代筆・代読の

支援に対するニーズと、意思疎通支援事業「代筆・代読支援」の

現状を整理することになった。 

 

【障害者総合支援法の給付・事業における意思疎通支援事業】 
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４．代筆・代読の支援に対するニーズ 

 平成３０年度調査においては、視覚障害者の代筆・代読の支援

に対するニーズを整理する目的で、全国の７５０名の視覚障害者

を対象としたアンケート調査（回答率６３．８％）を実施した。

以下で主な結果を紹介する。 

 

（１）代筆・代読の支援に対するニーズの高さ 

 まず、調査対象者には、日常生活を送る上で読み書きに困るか

どうかを確認したところ、８６．４％の視覚障害者が「読み書き

に困っている」との結果が示された。調査結果を全盲とロービジ

ョン（弱視）に分けてみても、極端な乖離は確認できなかったこ

とから、多くの視覚障害者が日常的に「読み書きに困っている」

ことが示された。 

 また、公的な福祉サービスで代筆・代読の支援があることを知

らない者に対して、公的な福祉サービスで代筆・代読の支援を受

けたいかどうかを確認したところ、６６．９％の者が「受けたい」

と回答している。さらに、自由回答の記述では、実際に公的な福

祉サービスにより代筆・代読の支援を受けている者からは「大変

助かっている」との回答もあった。つまり、代筆・代読の支援を

「公的な福祉サービス」に求めており、支援によって不満の解消

を望んでいることが分かった。 

 

【調査結果：読み書きすることに困ることがあるかどうか】 

 
単位：％ 
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（２）代筆・代読の支援の実施状況 

 そして、福祉サービスの利用状況を確認したところ、同行援護

は８６．６％、居宅介護は４３．５％、意思疎通支援事業は７．

５％となり、代筆・代読の支援は、現状では同行援護または居宅

介護で受けている可能性が高いことが分かった。 

 ただし、自由回答の記述を見ると、同行援護や居宅介護による

現状の支援に対して、９ページで整理した「居宅での支援が受け

られない」ことに不満をもつ回答が目立ち、現状の制度では視覚

障害者の高いニーズを支え切れていないことが分かった。また、

現状の支援では、支援の質が伴っていないこと、支援ができない

条件があること、個人情報の取扱いに不安があること等、様々な

課題があり、この課題を改善するために、公的な福祉サービスの

充実を求めている意見も確認できた。 

 

【調査結果：読み書きを支援する公的な福祉サービスの利用状況】 

 

 

【視覚障害当事者調査に寄せられた自由回答の意見の一例】 

項目 意見

①課題：支援の質
・代読専門の支援者ではないこともあり、漢字が読めなかったり、文書についての理解力
が低い人にもお願いしなければならないことがある。【６０代、男性、全盲】

②課題：個人情報の取り扱い
・代筆については、個人情報が漏れないかが不安。そのため、積極的には利用したいと思
わない。【４０代、女性、弱視】

・必要な時にすぐに頼めないことが困る。【７０代以上、女性、全盲】

・個人情報の問題により、支援者に頼みにくいものもある。家族以外には頼みづらい。
【６０代、男性、全盲】

・ 同行援護は外出しないと利用できない。読み書きのみの利用ができない。【３０代、
女性、全盲】

・代筆・代読の専用のサービスが手軽に利用できるようにしてほしい。【７０代以上、男
性、全盲】

・いつでも必要な時にお願いできる制度にしてほしい。【６０代、女性、全盲】

③課題：支援ができない条件

④要望：公的な支援に対して
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（３）福祉サービスに関する周知の重要性 

 さらに、読み書きを支援する公的な福祉サービスがあることを

知っているかどうかを確認したところ、２５．９％の者が「知ら

ない」と回答していた。この中には、日常的に同行援護や居宅介

護を利用している者でも、これらの福祉サービスで代筆・代読の

支援が受けられることを知らない可能性が含まれている。また、

自由回答では「今回のアンケート調査を受けたことで、初めて代

筆・代読の支援があることを知った」との回答もあり、改めて地

域の視覚障害者への情報伝達が難しいことが分かった。 

 しかし、これらの者は、実際に支援が行われていることは知ら

なかったが、公的な福祉サービスで支援が受けられるのであれば、

支援を受けたいと考えている。つまり、代筆・代読の支援を受け

たいと考えている視覚障害者に対して、これらの福祉サービスの

情報が届いていないことに課題があることが分かった。 

 

（４）まとめ 

 これらの結果を踏まえると、視覚障害者の代筆・代読の支援に

対するニーズと課題は、以下の整理をすることができた。視覚障

害者の代筆・代読の支援はニーズが高いだけに、公的な福祉サー

ビスで的確な支援を行うことが求められている。 

 ただし、平成３０年度調査は、書面でのアンケート調査であっ

たことから、代筆・代読の支援の満足度や必要性、具体的に希望

している支援内容等の整理ができなかった。これらの具体的なニ

ーズについては、自治体調査において課題整理の必要性が指摘さ

れており、さらなる調査が必要となった。 

 

 【代筆・代読の支援に関する視覚障害者のニーズと課題】 

 

  ①視覚障害者は、日常的に読み書きに困難さを感じて

おり、代筆・代読の支援を求めるニーズは高い。 

  ②代筆・代読の支援は、公的な福祉サービスによる支

援を期待している。 

  ③現状の公的な福祉サービスによる支援には不満があ

り、居宅での代筆・代読の支援を求めている。 

  ④代筆・代読の支援が、公的な福祉サービスで受けら

れることを知らない者も存在するため、周知方法に

課題がある。 
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５．意思疎通支援事業「代筆・代読支援」の現状 

 平成３０年度調査においては、意思疎通支援事業「代筆・代読

支援」の現状を整理する目的で、全国の１,７４７自治体を対象

としたアンケート調査（回答率６４．９％）を実施した。以下で

主な結果を紹介する。 

 

（１）意思疎通支援事業「代筆・代読支援」の実施率 

 まず、意思疎通支援事業は、地域生活支援事業の中の一つであ

るため、自治体の裁量によって事業が実施されている。意思疎通

支援事業自体の実施状況を見ると、手話通訳者や要約筆記者の派

遣事業が中心とされているため、ほぼ全ての自治体が実施してお

り、平成３０年度調査では、８８．５％の自治体が意思疎通支援

事業を実施していた。ただし、意思疎通支援事業の内訳を見ると、

代筆・代読支援を実施していると回答した自治体は僅か１４自治

体、つまり全国の１．４％の自治体しか実施していないことが分

かった。 

 代筆・代読支援の実施率の低さは以前より認識されていたが、

視覚障害者からのニーズが高いにも関わらず、この低さの原因は

一体何なのだろうか。既存の同行援護や居宅介護でニーズが補わ

れているからだろうか。この低調さの原因を解明するため、さら

なる調査が必要となった。 

 

【調査結果：意思疎通支援事業の実施内容】 

単位：％ 
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（２）意思疎通支援事業「代筆・代読支援」を実施するための課題 

①支援者の確保、支援体制の確立 

 平成３０年度調査では、多くの自治体が代筆・代読支援を実施

していないことが予測できていたため、自治体において代筆・代

読支援を始めるために必要な条件を確認した。 

 まず、際立ったのは「支援者の確保（７５．９％）」と「実施

をする上での明確な支援体制の確立（６１．４％）」であった。

「支援者の確保」は、福祉サービス全般に言える共通課題で、支

援者の成り手が不足している現状を踏まえての回答と考えられ

る。また、「支援体制の確立」については、実施している自治体

が少ないことから、必要とする支援体制が不明確であることを踏

まえての回答と考えらえる。この点を鑑みると、「支援者が確保」

され、「明確な支援体制」がはっきりとしていれば、代筆・代読

支援が実施できる可能性が高いと仮定することができる。さらに、

同行援護や居宅介護のように、代筆・代読の支援を行っている既

存のサービスがあるため、これらのサービスとの差別化も必要で

あることも分かった。 

 

【調査結果：意思疎通支援事業で代筆・代読支援を行うために必

要な条件】 

  全体平均（％） 

選
択
肢 

支援者の確保 75.9 

実施をする上での明確な支援体制の確立 61.4 

支援者の養成方法（カリキュラム）の確立 41.4 

支援を行うことでの情報漏洩対策の確立 16.4 

難しい支援への対応策の確立 14.5 

選
択
肢
「
そ
の
他
」
を
分
類 

制度面の整理、予算の確保 1.4 

当事者のニーズの把握 0.7 

サービスの周知、啓発 0.7 

当事者からの声がない 0.7 

支援者・事業所の支援体制の整備 0.4 

既存のサービスで足りている 0.3 

その他 0.4 

選
択
肢 

分からない 6.4 

無回答 1.7 
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②視覚障害者のニーズの整理 

 また、調査結果をさらに紐解くと、自治体にとっては「当事者

のニーズの把握」が重要なことが分かった。この点は、アンケー

ト調査では選択肢の記載がなかったため、数字としては顕著な結

果が出なかったものの、自由回答ではその必要性が指摘されてい

た。特に、「代筆・代読の支援に関する視覚障害者のニーズが分

かりにくいため、把握がしづらい」との意見は少なくはなく、さ

らなるニーズ整理が必要であることが分かった。 

 さらに、「地域の住民からニーズが挙がってこないため、支援

を実施していない」との意見もあった。一見、自治体の後ろ向き

な回答と思われるが、裏を返すと、地域の視覚障害者が支援開始

の要望を挙げていないために、代筆・代読支援が実施されていな

いとも言える。つまり、地域において支援が必要であれば、その

地域の視覚障害者が声を挙げることが重要であった。 

 

（３）まとめ 

 自治体調査の結果、意思疎通支援事業「代筆・代読支援」の実

施率は、視覚障害者のニーズに比べて著しく低いことが分かった。

また、自治体が代筆・代読支援を実施するために解決すべき課題

も、一部は整理できた。 

 しかし、全国の自治体で代筆・代読支援を実施させるためには、

課題に関する詳細をさらに整理する必要がある。そのため、さら

なる調査研究が必要となった。 

 

【代筆・代読支援を開始するために整理すべき課題】 

 

  ①支援者の確保 

   →同行援護・居宅介護の支援者が活用できないか。 

  ②支援体制の確立 

   →先駆的自治体の実施例を整理して、有効な実施方法等

を示すべきではないか。 

  ③視覚障害者のニーズ 

   →視覚障害者のニーズはさらなる整理が必要ではないか。 

   →地域の視覚障害者が、サービス開始の要望の声を

挙げる必要があるのではないか。 
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２ 令和元年度調査の方向性 

 

１．平成３０年度調査のまとめ 

 平成３０年度調査では、まず、視覚障害者が代筆・代読の支援

を必要としていることが分かった。その一方で、そのニーズを、

公的な福祉サービスでは支え切れていないことが分かった。 

 その上で、視覚障害者が求めている代筆・代読の支援のニーズ

を充足するため、以下の提案を行った。 

 

 【視覚障害者への代筆・代読の支援を広めるための提案】 

 

  ①ニーズのある「居宅での代筆・代読の支援」を支える

ために、意思疎通支援事業「代筆・代読支援」を活用

するのはどうか。 

 

  ②意思疎通支援事業「代筆・代読支援」の支援者は、地

域資源である同行援護・居宅介護の支援者を活用する

のはどうか。 

 

  ③自治体が意思疎通支援事業「代筆・代読支援」を実施

するためには、以下の要素をさらに整理する必要があ

るのではないか。 

 Ａ 具体的な事業の実施方法 

 Ｂ 具体的な視覚障害者のニーズ 

 

  ④自治体が意思疎通支援事業「代筆・代読支援」を開始

するためには、地域の視覚障害者が要望の声を挙げる

必要があるのではないか。 

 

 

 ただし、上記の提案においては、③のように具体的な内容をさ

らに整理する必要があるもの、④のように有効性の実証が必要な

ものも含まれている。 

 そのため、これらの課題整理を行うため、令和元年度調査を実

施することになった。 
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２．令和元年度調査の実施内容 

 令和元年度調査は、全国の自治体において意思疎通支援事業

「代筆・代読支援」を実施するために、効果的な「①事業の実施

方法」や「②事業展開」の検討が目的となっている。 

 そのため、平成３０年度調査の結果を踏まえ、検討委員会で令

和元年度調査の実施内容等を検討した結果、以下の論点整理を行

うこととなった。 

 

 【令和元年度調査の論点整理】 

 

  論点① 効果的な「事業の実施方法」の在り方 

       Ａ 具体的な事業の実施方法の整理 

       Ｂ 具体的な視覚障害者のニーズの整理 

  論点② 効果的な「事業展開」の在り方 

       Ｃ 事業開始のプロセスの整理 

 

 

 そして、上記論点を整理するためには、より具体的な内容を調

査することが必要となり、以下の調査を実施することとなった。

調査目的、調査方法等については、各調査の概要にその詳細を掲

載した。 

 

 【令和元年度調査の調査内容】 

 

  調査① 意思疎通支援事業「代筆・代読支援」 

      実施自治体に対する調査 

       ・書面調査（自治体） 

       ・ヒアリング調査（自治体、事業所、当事者） 

  調査② 意思疎通支援事業「代筆・代読支援」 

      未実施自治体に対する調査 

       ・ヒアリング調査（自治体、事業所、当事者） 

  調査③ 調査①、調査②に対する追加調査 

       ・ヒアリング調査（自治体、事業所、当事者） 
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第３章 調査① 

    意思疎通支援事業「代筆・代読支援」 

    実施自治体に対する調査 
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１－１ 書面調査の概要 

 

１．調査目的 

 意思疎通支援事業「代筆・代読支援」を実施する自治体に対し

て、実施内容等の調査を実施する。調査を通して、サービスの実

施方法、工夫、課題等の整理を行う。 

 

２．調査対象 

 １４自治体 

  ※平成３０年度障害者総合福祉推進事業「視覚障害者への代

筆・代読支援に関する調査研究」の調査２【自治体調査】

において、意思疎通支援事業によって代筆・代読支援を実

施していると回答した自治体。 

  

３．調査方法 

 検討委員会において検討を行った調査票（１４１ページ）を使

用して書面調査を実施した。 

 

４．調査期間 

 令和元年１０月１日～令和２年１月３１日 

 

５．回収率 

 １１件/１４件（７８．６％） 

 

６．調査結果の掲載方法 

・  本調査は、自治体名を公開することを前提とした調査ではない

ため、調査対象の自治体には、それぞれ任意のアルファベット

名を割り振り、該当地方と市区町村の分類のみを記載した。 

・  調査結果を分かりやすく掲載するため、一部の設問は、掲載順

序を変更した。 

・  書面調査で得られた回答は、一部修正を行った上で掲載した。 

・  無回答の設問は空欄とした。 
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１－２ 書面調査の結果 

 

１．調査対象の基礎データ 

 

01 02 03 04 05

東北　Ａ市 関東　Ｂ市 関東　Ｃ区 関東　Ｄ区 関東　Ｅ区

①住民数
２５,６３７人 １３２,１６７人 ５７１,５１２人 ６４,５８４人 ２８９,２０９人

②手帳数
１,２１１人 ３,５１４人 １２,５７６　人 １,１９７ 人 ７,５６４人

③視覚障害者数
８４人 ２３８人 ９４９　人 ９２人 ５９９人

※参考　住民に占める障
害者の割合

4.7% 2.7% 2.2% 1.9% 2.6%

※参考　住民に占める視
覚障害者の割合

0.3% 0.2% 0.2% 0.1% 0.2%

①全般

・ホームページ、広
報誌、ガイドブッ
ク。

・２年に１度「障害
福祉のしおり」を全
戸配布。

・障害者のてびきの
発行。
・障害のあるかたへ
の生活支援サイトの
運営。

・タイミング：障害
者手帳新規交付時、
区内転入時。
・方法：ウェブサイ
トの掲載、「障害者
福祉のしおり」送付
（隔年）。

・広報やホームペー
ジ等で周知してい
る。

②視覚障害者向け

・広報誌については
声の広報を希望者に
送付する事業あり。

・音声ＣＤの配布。 ・障害者のてびき点
字版・音声版（カ
セット、デイジー）
の発行。

・タイミング：障害
者手帳新規交付時、
区内転入時。
・方法：ウェブサイ
トの掲載、「障害者
福祉のしおり」大活
字版の送付（隔
年）。

・福祉テレホンサー
ビス。
・福祉タクシー券に
ついては、点字によ
る通知を送付。

③ホームページの掲
載状況

・掲載している。音
声読み上げソフトで
正しく認識できるよ
う記事掲載時に配
慮。

・障害のあるかたへ
の生活支援サイトの
運営。ホームページ
は音声読み上げ対
応。

・掲載有。ホーム
ページに音声読み上
げ機能あり。

・ホームページにて
掲載（ホームページ
は音声ガイド付
き）。

①面談等による確認

・事業者との契約更
新時に意見を聞いて
いる。
・当事者からの相談
は、随時ケースワー
カーが聞き取りをし
ている。
・視覚障害者協会か
らの要望書は、毎年
提出があり、協議の
場を設けている。

・行っていない。 ・お電話や来所され
たときの窓口におい
て、種々のご相談を
受けた際にニーズを
把握している。

②アンケート等によ
る確認

・３年ごとの障害福
祉計画策定に合わせ
てアンケート実施。
他、定期的な確認は
行っていない。

・３年に１度障害者
プランを作成してお
り、その際には、１,
０００件程度の無作
為抽出でアンケート
をとっている。

・３年に１度、障害
者基礎調査の中で障
害福祉サービスにつ
いての利用状況等を
調査している。

・行っていない。 ・障害者計画策定時
３年に１回、実態・
意向調査を実施し要
望の把握を行ってい
る。

（２）福祉サービスの周知方法

（３）当事者や事業所からのニーズの把握

（１）人口関連
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06 07 08 09 10 11

北信越　Ｆ町 近畿　Ｇ市 近畿　Ｈ市 中国　Ｉ市 四国　Ｊ市 四国　Ｋ町

４,６７６人 ３５６,０６５人 ７３,７３４人 １７５,５９３人 ５７,３８１人 ９,３８３人

２４３人 １７,５３２人 ４,６８６人 ７,４１８人 ２,４３７人 ６０３人

１１人 １７,５４人 ２１５人 ５７９人 １６６人 ４１人

5.2% 4.9% 6.4% 4.2% 4.2% 6.4%

0.2% 0.5% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4%

・相談支援を充実さ
せ周知している。

・ホームページに記
載している他、各種
制度について、まと
めたしおりを手帳交
付時に配布してい
る。

・市広報誌、ホーム
ページ、障害者団体
会議での報告。

・市の窓口にパンフ
レットを設置した
り、手帳等の交付時
に説明を行ってい
る。

・市公式ウェブサイ
トでの周知の他、各
種障害者手帳の窓口
交付の際には、等級
や種別に応じて受け
られる障害福祉サー
ビス等を個別に案内
している。

・障害福祉サービス
の「しおり」（県作
成）を自治体窓口に
備え付け、希望者に
配布するほか、障害
者手帳交付時に当事
者に対してサービス
の周知を実施。

・人から人への周
知。

・市広報の音声テー
プ、ＣＤ配布、障害
者団体会議での報
告。

・上記①の回答に加
え、視覚障がい者団
体の研修会にて説明
を実施。

・市公式ウェブサイ
トでの周知の他、窓
口や電話にて個別に
対応している。ま
た、広報誌の内容を
音訳し提供するサー
ビスも行っている。

・上記①を口頭にて
説明している。

・特に配慮はできて
いない。

・背景色の変更や文
字サイズの変更を可
能としている。
・「音声読み上げス
キップ」ボタンを設
置し、読み上げソフ
トの利用に配慮して
いる。

・市公式ウェブサイ
トに障害福祉サービ
ス等の申し込み方法
等を掲載。音声での
読み上げ、文字サイ
ズの変更、背景色の
変更の機能を設けて
いる。

・現時点ではホーム
ページには障害福祉
サービスに関する情
報を掲載できていな
い。視覚障害者向け
の配慮もできていな
い。

・支援会議や直接話
をする。

・事業所からのニー
ズ確認については、
事業所からの相談が
あった際に、随時事
業の状況を聞き取っ
ている。

・障がい当事者や事
業所から要望があっ
た場合には、その都
度内容を記録し、検
討を行うこととして
いる。

・障害福祉サービス
を提供するためには
当事者のニーズの把
握が必須のため、必
ずニーズの確認を
行っている。事業所
も同様。
・頻度は随時。

・障害福祉計画策定
時のアンケート調
査。

・障がい福祉計画の
作成にあたって、３
年に１回、当事者や
事業所に対してアン
ケートを行い、ニー
ズ等の確認を行って
いる。

（２）福祉サービスの周知方法

（３）当事者や事業所からのニーズの把握

（１）人口関連
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２．意思疎通支援事業「代筆・代読支援」の実施状況等について 

 

01 02 03 04 05

東北　Ａ市 関東　Ｂ市 関東　Ｃ区 関東　Ｄ区 関東　Ｅ区

①予算規模
４０８,０００円 １２,７６７,０００円 １,８９３,６００円

②実施内容
【※１】

・代筆・代読　あり

・手話通訳　　あり
・要約筆記　　あり
・盲ろう者　　なし
・点訳・音訳　なし
・その他　　　なし

・代筆・代読　あり

・手話通訳　　あり
・要約筆記　　あり
・盲ろう者　　なし
・点訳・音訳　なし
・その他　　　なし

・代筆・代読　あり

・手話通訳　　あり
・要約筆記　　あり
・盲ろう者　　なし
・点訳・音訳　あり
・その他　　　なし

・代筆・代読　あり

・手話通訳　　あり
・要約筆記　　あり
・盲ろう者　　なし
・点訳・音訳　なし
・その他　　　なし

・代筆・代読　あり

・手話通訳
・要約筆記
・盲ろう者
・点訳・音訳
・その他

①受給者証の発行数
（年間）

１人 １２人 発行無し １６人

②利用者数
　（年間実人数）

１人 ６人 ２人 ２４人

　（年間のべ人数）
１１人 ２９人 １１８回【※２】

※参考　視覚障害者の中
での利用率

1.2% 2.5% 0.0% 2.2% 4.0%

③上限支給量（月）
１回あたり３０分を
基本

６時間 上限なし 定めなし １０時間

④予算規模
２７１,０００円 １３２,９１０円 １２４,０００円 １,４４０,０００円 １１０,０００円

※参考　意思疎通支援事
業に占める「代筆・代読
支援」の予算割合

66.4% 9.8% 76.0%

⑤対象者の該当要件

・視覚障害及びその
他の障害のため、字
を読んだり、書いた
りすることが困難な
場合。

・区内に住所を有す
る視覚障害者。

・身体障害者手帳を
所持する視覚障害者
（児）で申請のあっ
たもの。

・区内に住所を有
し、身体障害者手帳
の交付を受けている
視覚障害者（児）。

①開始時期

・平成２１年４月 ・平成１９年度 ・平成２６年６月１
日（区内３か所）

・平成１９年４月 ・平成２２年４月
・業務は社会福祉協
議会へ事業委託して
いる。

②開始までの経過

・当事者及び当事者
団体・事業所からの
要望や意見を受け開
始。

・視覚障害者団体か
らの要望を受けて開
始した。

・平成１８年度に
ニーズ調査を実施。

③当事者からのニー
ズの有無

・ありました。 ・視覚障害者団体か
らの要望を受けて開
始した。

・平成１８年度に
ニーズ調査を実施。

④当初予算、利用者
数等

・５８，０００円
・３人見込み

・６６,１２０円（委
託料）
・回数３７回、時間
数４４．５時間

・１２３,１２０円
（＠４１,０４０×
３ヶ所）
・代読のみ０件、代
筆のみ１件、代筆・
代読２０件、合計２
１件

・予算６４５，００
０円（※意思疎通支
援事業全体）
・実利用者２名、の
べ利用者３名

⑤他サービスとの差
別化の有無

・ガイドヘルパーと
同時期に開始してい
るので、事業者に対
して代筆・代読と同
行援護は明確に分け
るようにお願いをし
た。

・不明。

⑥参考にした資料
【※３】

・不明。 ・同じ都道府県内に
あるＤ区、Ｅ区等の
資料を参考にした。

・不明。

（３）「代筆・代読支援」を開始した経過

（２）「代筆・代読支援」の利用実績

（１）意思疎通支援事業　全体の実施状況
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06 07 08 09 10 11

北信越　Ｆ町 近畿　Ｇ市 近畿　Ｈ市 中国　Ｉ市 四国　Ｊ市 四国　Ｋ町

２９,０００円 １３,４３０,０００円 １,４９６,０００円 ９,５５０,０００円 ４,９５７,０００円 ６２５,５８６円

・代筆・代読　なし

・手話通訳　　なし
・要約筆記　　なし
・盲ろう者　　なし
・点訳・音訳　なし
・その他　　　なし

・代筆・代読　あり

・手話通訳　　あり
・要約筆記　　あり
・盲ろう者　　あり
・点訳・音訳　なし
・その他　　　なし

・代筆・代読　あり

・手話通訳　　あり
・要約筆記　　あり
・盲ろう者　　なし
・点訳・音訳　なし
・その他　　　あり

・代筆・代読　なし

・手話通訳　　あり
・要約筆記　　あり
・盲ろう者　　なし
・点訳・音訳　なし
・その他　　　あり

・代筆・代読　あり

・手話通訳　　あり
・要約筆記　　あり
・盲ろう者　　なし
・点訳・音訳　なし
・その他　　　あり

・代筆・代読　あり

・手話通訳　　あり
・要約筆記　　あり
・盲ろう者　　なし
・点訳・音訳　あり
・その他　　　なし

０人 ２人 ６人 ０人 １人

０人 ２人 ６人 ４人 １人

０人 ２２人 ２２人 ２９人 ７１回【※２】

0.0% 0.1% 2.8% 2.4% 2.4%

０人 ５時間 ５時間 ２．５時間 原則２０時間

０円 ９７,６８０円 ７９６,０００円 ２４０,０００円 ３６６,４００円

0.0% 0.7% 53.2% 4.8% 58.6%

・無し。 ・以下の要件をすべ
て満たす者。
①視覚障害その他障
害のため字の読み書
きが困難な者
②家族等による支援
が困難な者
③同様のサービスを
他の福祉サービスに
よって受けることが
困難な者

・在宅の単身または
単身に準ずる視覚障
害者手帳１級を所持
する者で、他のサー
ビス等で「代筆・代
読支援」のサービス
を受けることが困難
な者。

・市内在住の視覚障
がいその他障がいの
ため文字の読み書き
が著しく困難な者。
法（障害者の日常生
活及び社会生活を総
合的に支援するため
の法律）その他の制
度により同等の支援
を受けることができ
る場合は除く。

・町が代筆支援を必
要と認める者。

・Ｈ２６年頃（合同
開始）

・平成２９年４月 ・平成２１年７月 ・平成２８年度 ・平成２８年８月
（本格実施：平成２
９年４月）

・圏域障害者相談セ
ンター立ち上げと同
時に実施。

・国からの通知「意
思疎通を図ることに
支障がある障害者等
の入院中における意
思疎通支援事業（地
域生活支援事業）の
取扱いについて」や
団体からの要望を
きっかけに導入され
た。

・サービス等の支給
決定等の訪問時や障
害者団体との話し合
いの時に当事者から
情報収集の大変さ等
の訴えが出された。

・読み書きに不自由
がある方への意思疎
通支援実施について
拡充を図るため、市
の第４期障害福祉計
画において、代読代
筆の派遣支援を位置
付け、平成２８年４
月より派遣を開始す
ることとなった。

・当事者からの要望
で実施。

・無し。 ・視覚障害者団体等
から要望あり。

・要望がありまし
た。

・派遣を開始した平
成２８年４月当初よ
り利用があったこと
から、当事者のニー
ズに応える形での事
業開始になったと考
えている。

・ニーズ（要望）有
り。
・ただし、本町の場
合、当事者は視覚・
聴覚障害者ではなく
全身性肢体不自由者
である。

・分担金２０，００
０円
・０人

・１９６,０００円
・１名（実利用者
数）

・開始当時（平成２
１年度）の資料が
残っていないため不
明。

・１,６２０,０００
円
・３人（年間実人
数）、１０７人（年
間のべ人数）

・３５２,６５６円
・１名（全身性肢体
不自由者）

・考えない。 ・同行援護：外出に
係るもの。
・代読代筆：外出を
伴わない。

・特段考えていな
かったが、他サービ
スと同様のサービス
が利用できるとき
は、そちらを優先す
るようにした。

・要綱で、代読代筆
者の派遣対象につい
ては「法（障害者総
合支援法）その他の
制度により同等の支
援を受けることがで
きる場合は除く」と
定めている。

・他の障害者サービ
スとの重複を避けて
差別化を図り、実施
要綱を策定した。

・Ｈ市（同じ県内で
当市より早く実施し
ていたため）。

・Ｂ市を参考にし
た。

・特になし。

（３）「代筆・代読支援」を開始した経過

（２）「代筆・代読支援」の利用実績

（１）意思疎通支援事業　全体の実施状況

 

●注意

【※１】回答中の「盲ろう者」は、盲ろう者に対する通訳介助の支援を省略した表記になる。

【※２】年間での派遣回数として回答があり、そのまま記載する。

【※３】回答では具体的な自治体名を記載している。ただし、調査結果では、調査対象の自治体のみを割り振ったアルファベット名で記載する。
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①利用者からの満足
度

・良い。 ・アンケートを取っ
ているが、質問事項
がないため分からな
い。

・普通。 ・分からない。 ・普通。

②満足な支援を与え
られているか

・支援ができてい
る。

・必要な分について
サービスを提供して
おり、利用者や事業
者の中で精査されて
いると考えている。

・普通。 分からない。 ・普通。

③当事者ニーズの反
映方法

・現在のニーズは把
握していない。

・利用計画の作成に
より、個別ニーズを
反映させている。

・区民へのアンケー
ト等。

④サービス実施にお
ける工夫

・行っていない。 ・事業者の実情も勘
案して上限支給量等
を決めている。

・特になし。

⑤懸案事項

・特になし。 ・事業者から単価の
問題で撤退を相談さ
れたことがあり、事
業者の継続も課題。

・利用実績が少な
く、利用者の固定化
がみられる。
・実施場所に区役所
が含まれていない。

・上限支給量の設
定。
・利用内容。

⑥支援することが
「できない」内容

・事業内容において
「公的機関等からの
郵便物や資料等の代
読、生活上必要不可
欠な説明初頭の代
読、公的機関または
それに準ずる機関へ
の申請等に対する代
筆」としている。

・金融・土地・契約
等の権利についての
部分。

・図書、新聞の代読
専門職（弁護士・税
理士等）が行うべき
書類への代筆。

・要綱に定めた以下の内
容。
(１)　営業活動に関するこ
と
(２)　政治・政党活動に関
すること（選挙の投票及び
演説会への聴衆として参加
することを除く。）
(３)　宗教活動に関するこ
と
(４)　刑事事件における被
告人又は被疑者としての対
応に関すること
(５)　ギャンブルなど個人
の遊興娯楽に関すること
(６)　違法行為その他の公
序良俗に反する行為に関す
ること
(７)　前各号に掲げるもの
のほか、区長が不適当と認
める事由に関すること

⑦トラブルの事例

・時間をオーバーし
たとして、利用者が
支援者を叱ったこと
があるようだ。

・新規希望者が、事
業所に余裕がないこ
とを理由に受けても
らえなかった。

・代筆・代読を行っ
ていないことが見込
まれる時間帯の請求
があった。

・ありません。

⑧支援者の養成の有
無

・行っていない。 ・市での養成は行っ
ていない。
・県の同行援護の講
習を受講してもら
う。

・派遣事業者による
養成。

・年に１～２回ボラ
ンティア講習会を開
催している。

⑨支援者の指名の有
無

・ある。 ・不明。 把握していない（利
用者は区を通さず直
接業者に利用を依頼
するため）。

⑩専門性の必要性

・代筆・代読する対
象への理解力が大
切。
・難しい支援への対
応、利用者にわかり
やすい支援が大切。

・専門性というより
は、センスや思いや
りが必要と考える。

・事業者が求める専
門性を満たしている
こと（派遣基準を業
者の判断に委ねてい
るため）。

（４）現在の「代筆・代読支援」に対する評価等
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・分からない。 ・分からない。 ・普通。 ・良い（特に不満の
声は聞かれていな
い）。

・良い。

・分からない。 ・分からない。 ・普通。 ・支援ができている
（利用者から特に不
満の声は聞かれてい
ない）。

・支援ができてい
る。

・分からない。 ・ニーズ把握が難し
いため、反映しきれ
ていない。

・利用決定時の聞き
取り内容に応じて、
月の利用時間に反
映。

・利用者から要望が
あった場合には、改
善すべく検討を行う
こととしている。

・可能な範囲で柔軟
に対応している。

・広報等に力を入れ
る。

・特になし。 ・ヘルパー事業所と
委託契約を結んでい
る。
・居宅介護のサービ
ス提供と連続して利
用することを認めて
いる。

・直近の改善事項と
して、以前は、利用
者が派遣希望日の７
日前までに利用する
事業所を通じて、市
に派遣申請書を提出
するという申請方法
をとっていたが、平
成２９年度より、利
用手続きを簡素化し
た。より柔軟に派遣
希望に対応すること
をねらいとして、市
への派遣申請書の提
出を不要とするよう
に要綱を改正した。

・実施要項は大まか
な規定とし、事業の
運用は可能な範囲で
柔軟に対応できるよ
うにしている。

・特になし。 ・利用者の高齢化が
進み、利用者数が減
少している。

・特になし。 ・特になし。

・分からない。 ・要綱に定めた事項以外は
原則不可。定められた支援
内容は以下の通り。

１　サービスの内容
対象者の居宅又は入院先の
医療機関において行う次の
内容となっています。
（１）公的機関又はそれに
準ずる機関からの郵便物、
資料等の代読
（２）生活上必要不可欠な
説明書等の代読
（３）公的機関又はそれに
準ずる機関への申請等に係
る代読
（４）その他対象者が情報
を確保するために必要な資
料の整理、確認等の支援

・生業・商売に関係
する代筆・代読。

・要綱で、事業の目
的は次に掲げるもの
に限ると定めている
ため、これら以外は
実施対象外となる。
（１）公的機関等か
らの郵送物や資料等
の代読
（２）生活上必要不
可欠な説明書等の代
読
（３）公的機関又は
それに準ずる機関へ
の申請等に対する代
筆

・実施要項上は特に
制限を設けていな
い。

・ありません。 ・特になし。 ・特になし。 ・特になし。 ・特になし。

・必要なことだと承
知している。

・行っていない。 ・ヘルパー事業所の
ヘルパーがサービス
を提供しているた
め、特に代筆・代読
での研修は市として
は行っていない。

・現在、養成は行っ
ていない。
・強い要望があれ
ば、検討を行う可能
性はある。

・養成事業も併せて
実施。
・支持者のスキルを
確保し、支援の質を
高めるためには必
要。

・分からない。 ・不明。 ・利用者は市が委託
しているヘルパー事
業所に派遣を依頼し
ているため、利用者
と事業所の間で話を
している。

・事業については、
事業所に委託してお
り、派遣する支援者
の調整も事業所が
行っているため、指
名の状況については
把握していない。

・ある。

・かなりの専門性が
必要。

・居宅介護・同行援
護等で同様のサービ
スを行っていること
を鑑みると、ヘル
パーの資格は必要だ
と感じる。

・ヘルパーの資格が
あり、同行援護の研
修を受講しているヘ
ルパーがサービスを
提供していることか
ら、基本的には問題
はないと考える。

・要綱において「代
読代筆支援の派遣者
となる者は～省略～
同行援護に従事する
ことができる者」と
定めている。

・ニーズとして、一
般的な代筆から高度
な代筆まで多様な
ニーズも想定できる
ことから、専門性が
あると良い。

（４）現在の「代筆・代読支援」に対する評価等
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①制度の見直しの有
無

・ありません。 ・国で指針が示され
たり、国の補助の対
象に加えられれば、
前向きな見直しを行
う。

・契約方法の見直し
を検討中。

・単価、内容、上限
支給量等において、
見直しの可能性があ
ります。

・ありません。

②今後の見通し

・継続する。 ・継続する予定。 ・継続する予定。 ・継続する予定。 ・今後も対象者に対
し、現状のサービス
を継続する。

③制度を継続させる
ための要件等

・地域生活支援事業
の制度に加えられれ
ば、参加する事業者
もいると意見を聞い
ている。
・また、これにより
市の負担も少なくな
る（現在、市の単独
費→国約３０％、県
約１５％）。

・利用者の拡大を図
るための周知方法。
・より利用しやすい
実施場所の設定。

・予算額。
・ボランティア登録
者数。

①自治体に関する内
容

・潜在的ニーズの把
握。

・市の予算を特に圧
迫しているわけでは
ないが、地域生活支
援事業に組み込まれ
れば、参加する事業
者も出てくると思わ
れ、安定したサービ
スが提供できると考
えます。

・利用者の拡大を図
るための周知方法。
・より利用しやすい
制度の整備。

・単価設定。
・上限支給量の設
定。
・利用内容。

・視覚障害者のコ
ミュニケーション支
援として必要な制度
であるが、制度が十
分認知されていな
い。

②事業所（支援者）
に関する内容

・不明。 ・事業所ならびに担
い手の不足。

③視覚障害当事者に
関する内容

・不明。 ・把握していない。

④国や制度に関する
内容

・国で制度化して頂
きたい。

・専門職（弁護士・
税理士等）が行うべ
き書類への代筆制度
の整備。

・全自治体での実施
に向けた、基準の明
確化等。

（５）今後の「代筆・代読支援」の方向性

（６）「代筆・代読支援」に関する課題や要望
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・分からない。 ・ありません。 ・ありません。 ・強い要望があれ
ば、見直しを検討す
る可能性はある。

・ニーズの変化に応
じて、見直しを行う
ことも有り得る。

・継続する予定。 ・継続する予定。 ・継続する予定。 ・現在も利用のある
事業であるため、今
後も継続していきた
いと考えている。

・継続する予定。

・人材が必要。 ・開始してまだ数年
であり、実績も少な
いため、細かい内規
などを整備する必要
がある。
・事業の周知。

。利用者数が減って
きているため、ＰＲ
が必要。

・事業のあり方につ
いて、不満の声は寄
せられていないた
め、今後も継続して
事業を実施するため
には、安定した予算
措置が行われること
が必須であると考え
ている。

・国や県の財政支
援。
・支援者の数の確
保。
・支援者のスキルの
確保。

・人材開発。 ・利用者数が少な
い。

・特になし。 ・意思疎通支援事業
での支援者の養成及
び確保。
・現行の障がい福祉
サービスとの整合
性。

・事業の在り方につ
いて、不満の声は寄
せられていないた
め、特筆すべき課題
はない。
・ただし、今後も継
続して事業を実施す
るにあたり、十分で
安定した予算措置が
行われることが必須
である。

・事業財源の確保。

・分からない。 ・制度の認知。
・実施体制の整備。

・特になし。 ・対象事業所の少な
さ。

・代筆・代読者の確
保。

・入所施設が限られ
ている。

・特になし。 ・不明。 ・代筆・代読者のス
キルの確保と向上。
・必要とするサービ
ス量の確保。

・近くに施設がある
といい。

・特になし。 ・事業に要する費用
のさらなる支援（補
助率の拡充）。
・意思疎通支援事業
をはじめとする地域
生活支援事業は、
国・県の補助がある
が各自治体への配分
が少なく、ほぼない
に等しい。「居宅介
護」と同じ程度、国
１/２・県１/４程度
まで支援をお願いし
たい。

（５）今後の「代筆・代読支援」の方向性

（６）「代筆・代読支援」に関する課題や要望
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３．代筆・代読の支援が行える「他の福祉サービス」について 

 

01 02 03 04 05

東北　Ａ市 関東　Ｂ市 関東　Ｃ区 関東　Ｄ区 関東　Ｅ区

①受給者証の発行数
（年間）

１人 ４９人 １９８人 ２２人 １００人

②利用者数
　（年間実人数）

１人 ４０人 １５人 ７６人

　（年間のべ人数）
１１人 ４１１人 １,９７８人 １４１人 ８２９人

※参考　視覚障害者の中
での利用率

1.2% 16.8% 16.3% 12.7%

③上限支給量（月）

・４８時間
・基準を超える支給
量が必要と判断した
ときは、基準を超え
て決定可能。

・最大５８時間 ・５０時間 ・６０時間 ・５０時間

④予算規模
８５９,０００円 １５,２４６,０４３円 ８４,６０１,６９８円 １０,６５８,７１５円

⑤該当要件

・視覚障害により移
動に著しい困難を有
する人が外出する場
合。

・同行援護アセスメ
ント調査票による、
調査項目中「視力障
害」「視野障害」及
び「夜盲」のいずれ
か１点以上であり、
かつ、「移動障害」
の点数が１点以上の
者。（※障害支援区
分の認定を必要とし
ない）

・障害者総合支援法
施行規則及び報酬告
示等において定めら
れているとおり（区
の独自要件等はな
し）。

・同行援護アセスメ
ント調査票による調
査項目中「視力障
害」、「視野障害」
及び「夜盲」のいず
れかが1点以上であ
り、かつ、「移動障
害」の点数が1点以上
の者。

⑥意思疎通支援事業
「代筆・代読支援」
との住み分け

・代筆・代読支援は
委託介護サービス利
用時に同日で提供す
るものとしている。

・在宅。

①受給者証の発行数
（年間）

３２人 １８０人 ３７０人 １０９人 ２２４人

②利用者数
　（年間実人数）

３０人 １７２人 ３,９９４人 ８３人 １７２人

　（年間のべ人数）
２９２人 １,９８７人 ５,４５９人 ７７６人 １,９３８人

③上限支給量（月）
【※１】

④予算規模
１９,３７９,０００円 １０５,２３８,４１２円 ３１９,９４９,５３６円 ５０,８７７,０８６円

⑤該当要件

・日常生活において
入浴・排泄・家事等
に援助を要する人。
・区分１以上。

・障害支援区分が区
分１以上（障害児に
あってはこれに相当
する心身の状態）で
ある者。

・障害者総合支援法
施行規則及び報酬告
示等において定めら
れているとおり（区
の独自要件等はな
し）。

・障害支援区分１以
上の方、かつ、単身
の方、または、ご家
族等の就労、疾病、
出産、障害、高齢等
により介護を受ける
ことができない方。
１８歳未満は、これ
に相当すること。

⑥意思疎通支援事業
「代筆・代読支援」
との住み分け

・「代筆・代読支
援」は委託介護サー
ビス利用時に同日で
提供するものとして
いる。

・利用内容によって
分けている。

①他のサービスでの
実施状況

・なし。 ・なし。

②様々なサービスで
代筆・代読の支援が
できることに対する
意見

・それぞれサービス
ごとに支援できる場
が限られていること
から、組み合わせる
ことで、利用者に
とって充実したもの
になるのではない
か。

・内容によってサー
ビスを使い分けるこ
とができる。
・支援内容、利用率
からして同行援護と
居宅介護の方が大き
いが、代筆・代読支
援は「その個人が個
別に必要なもの」と
して利用できるのが
よいのではないか。

（３）その他

（１）同行援護

（２）居宅介護
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06 07 08 09 10 11

北信越　Ｆ町 近畿　Ｇ市 近畿　Ｈ市 中国　Ｉ市 四国　Ｊ市 四国　Ｋ町

２１４人 ２８人 １５人 ３５人

１４１人 １１人 １３人 ２９人

１,６８１人 １８人 ８１人 ３０４人

8.0% 5.1% 2.2% 17.5%

・既定の通り、月４
０時間以内（加算あ
り）。

・２５時間 ・スケジュール等に
よる必要量。

・４０時間

１３１,１６６,７７５円 ７,６００,０００円 １５,０５３,９４８円

・対象者の要件とし
て同行援護アセスメ
ント票の調査項目の
項の各欄の区分に応
じ、～省略～移動障
害の欄に係る点数が
１点以上であり、か
つ、移動障害以外の
欄に係る点数のいず
れかが１点以上であ
る者とする。

・国の事務処理要領
等関係文書の基準と
同様。

・同行援護アセスメ
ント調査票にて、移
動障がいにかかる点
数が１点以上かつ視
力障がい、視野障が
い夜盲に係る点数の
いずれかが１点以
上。

・同行援護アセスメ
ント調査票による調
査項目中「視力障
害」「視野障害」及
び「夜盲」のいずれ
かが１点以上であ
り、かつ、「移動障
害」の点数が１点以
上の者。

・居宅介護や同行援
護にて対応可能であ
れば、そちらを優先
して利用してもら
う。

・原則として自宅で
の「代筆・代読支
援」は意思疎通支援
で対応。外出先また
は外出の際の出発
時、帰宅時の「代
筆・代読支援」は同
行援護で対応。

・住み分けは定めて
いない。
・利用者の要望を基
に、サービス等利用
計画を作成し、事業
実施をしている。

・要綱で、代読代筆
者の派遣対象につい
ては「法（障害者総
合支援法）その他の
制度により同等の支
援を受けることがで
きる場合は除く」と
定めている。

・代筆支援のみの場
合は意思疎通支援事
業として実施。

１８人 ８７７人 １７４人 ３６０人 １２５人 １３人

１５人 ７５２人 １５０人 ３２７人 ９７人 １３人

３,２４０人 ９,０２３人 １９８人 ３,１０１人 １,０８９人 １,０６４人

６６,０００,０００円 ５３５,２１９,６６１円 １２８,０００,０００円 ５７,００１,３７７円 ４,５００,０００円

・区分２以上。 ・対象者によって異
なる。

・国の事務処理要領
等関係文書の基準と
同様。

・障がい支援区分１
以上。

・障害支援区分が区
分１以上（障害児に
あってはこれに相応
する支援の度合）で
ある者。

・国の規定に準ず
る。

・分からない。 ・居宅介護や同行援
護にて対応可能であ
れば、そちらを優先
して利用してもら
う。

・家事援助（介護保
険、生活援助）、通
院等介助等のサービ
スにおいて可能な
「代筆・代読支援」
については優先的に
利用する。

・住み分けは定めて
いない。
・利用者の要望を基
に、サービス等利用
計画を作成し、事業
実施をしている。

・要綱で、代読代筆
者の派遣対象につい
ては「法（障害者総
合支援法）その他の
制度により同等の支
援を受けることがで
きる場合は除く」と
定めている。

・代筆支援のみの場
合は、意思疎通支援
事業で実施。

・なし。 ・なし。 ・なし。 ・地域生活支援事業
の「移動支援」の一
環において、必要に
応じて、代筆・代読
等の支援を行ってい
る。

・なし。 ・なし。

・特になし。 ・複数サービスで実
施可能であれば、実
施事業者も増えるこ
とで対応できる場面
も増え、利便性向上
につながると感じ
る。
・その反面、サービ
スごとに支給要件
や、サービスの趣旨
が異なる為、線引き
が難しい。

・「代筆・代読」の
必要な場面は在宅病
院、外出先等さまざ
まであることから、
その場面ごとに適切
なサービスで対応す
ることができる。

・利用者の要望が満
たされるように、複
数のサービスを組み
合わせていければよ
いと考える。

・要綱で、代読代筆
者の派遣対象につい
ては、「法（障害者
総合支援法）その他
の制度により同等の
支援を受けることが
できる場合は除く」
と定めているため、
本市の事業において
はそれに沿った住み
分けができていると
考えている。

・複数の障害福祉
サービスで実施でき
ることはケースに応
じて柔軟に対応でき
るため、良いこと。

（３）その他

（１）同行援護

（２）居宅介護

 

●注意

【※１】調査票では支給時間の詳細について回答を求めたが、対象者の条件により支給時間が大きく異なることから、調査結果では未掲載とする。
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２－１ ヒアリング調査の概要 

 

１．調査目的 

 書面調査の結果により、効果的な支援方法等によって代筆・代

読支援を実施している先駆的自治体に対してヒアリング調査を

実施し、支援方法等のさらなる整理を行う。 

 また、該当自治体において代筆・代読支援を実施する事業所、

その支援を受けている視覚障害当事者についても、可能な限りヒ

アリング調査を実施し、支援方法等の多角的な整理を行う。 

 

２．調査対象 

 検討委員会での検討の結果、地域特性や人口規模の違いを考慮

し、以下の３自治体を対象とした。 

 

 人口規模 自治体 事業所 当事者 

関東 Ｂ市 １３２,１６７人 ● ● ● 

関東 Ｄ区 ６４,５８４人 ●   

近畿 Ｇ市 ３５６,０６５人 ● ●  

 

３．調査方法 

 自治体には書面調査の結果をもとにヒアリング調査を実施し

た。 

 事業所と視覚障害当事者に対しては、自治体の書面調査をもと

に、調査担当者が個別に質問を用意した上で、ヒアリング調査を

実施した。 

 

４．調査期間 

 令和元年１０月１日～令和２年１月３１日 

 

５．調査結果の掲載方法 

・  本調査は、自治体名を公開することを前提とした調査ではない

ため、調査対象の自治体には、それぞれ任意のアルファベット

名を割り振り、該当地方と市区町村の分類のみを記載した。 

・  事業所と視覚障害当事者の結果については、上記自治体の公開

方法に準じて、個人情報等を取り除く形で結果を掲載した。 

・  ヒアリング調査によって得られた意見等は、事務局で整理を行

い、項目ごとにその意見等を割り振った。 
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２－２ ヒアリング調査の結果（①自治体） 

 

１．調査対象の基礎データ 

 

関東　Ｂ市

①住民数
１３２,１６７人

②手帳数
３,５１４人

③視覚障害者数
２３８人

※参考　住民に占める障害者の割合
2.7%

※参考　住民に占める視覚障害者の割合
0.2%

④地域特性

・自然は豊かでありながら、都心より約３０キロ圏に位置してい
る。人口は約１３万人の平均的な自治体。

①全般

・２年に１度「障害福祉のしおり」を全戸配布。
・今年度は９月に４５００部を発行した。

②視覚障害者向け

・音楽ＣＤ版を作成し配布している。製作はボランティアに依頼
をしてる。
・代筆・代読支援のみの周知は行っていません。
・視覚障害者への情報提供は「情報のマッチング」が課題で、発
信する側（＝市）と、受け取る側（＝視覚障害者）の間で、どの
ような方法、情報量、提供方法の均衡点を見つけるのが難しい。
周知の費用対効果もあるので、なかなか情報発信への予算化は難
しい。

③ホームページの掲載状況

・Zoom Sightを利用して文字拡大、音声読み上げの対応をしてい
ます。

①当事者に対して

・当事者からの相談レベルは、ケースワーカーが随時聞いてい
る。例えば、サービス等利用計画書の作成時に専門員が当事者に
ニーズ確認（情報提供）をして対応している。
・市への要望であれば、毎年、視覚障害者協会から要望書の提出
を受けている。市長との対談も行っている。
・３年に１度で作成をしている障害者プランは、全障害者の約３
０％程度を無作為に抽出したアンケートを取った上で作ってい
る。

②事業所に対して

・定期的には行っていないが、契約更新時に意見を聞いている。

（１）対象自治体について

（２）福祉サービスの周知方法

（３）当事者や事業所からのニーズの把握
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関東　Ｄ区 近畿　Ｇ市

６４,５８４人 ３５６,０６５人

１,１９７ 人 １７,５３２人

９２人 １７５４人

1.9% 4.9%

0.1% 0.5%

・公共交通機関が発達しているので、区民の視覚障害者はサービ
スを利用して活発に移動をしています。同行援護を利用して買い
物移動等をしていると聞いている。
・支援者は自転車で移動をしている。
・家賃が高いので、事業所が進出しづらい。そのため、庁内にＡ
型事業所を設ける等、区側で工夫をしている。正直、事業所は少
ない。
・障害者団体はすべての障害者を包括した団体はある。視覚障害
者に特化した団体はない。団体がないので、ニーズを聞くのが意
外と大変。

・政令指定都市。公共交通は電車・バスがあるが、本数自体が少
なく、移動は車やバイクで移動することが多い。
・視覚障害者は移動がしづらく、家族の支援や同行援護を利用し
ないと実質的に移動ができない。

・「障害者福祉のしおり」は、障害者手帳新規交付時、区内転入
時に配布しています。
・既に手帳を持っている人にもフォローしています。

・ホームページに記載している他、各種制度について、まとめた
しおりを手帳交付時に配布している。
・すでに手帳を交付した人には、その人が欲しいと言わない限
り、情報提供をすることが難しい。これは市の課題です。

・「障害者福祉のしおり」の大活字・音声コード付きを配布して
いる。
・どのようなサービスがあるかは、窓口に来られた時に丁寧に説
明している。この説明により、実際の受給者登録をする人が多
い。

・ＣＤ版のしおりを発行しています。また、墨字版には音声コー
ドを付けています。

・ホームページに音声読み上げ機能があります。
・代筆・代読支援の内容も掲載している。そのため、検索で引っ
かかるのか、他の自治体からの問い合わせがある。ここ最近は特
に増えている。

・ホームページ自体は、視覚障害者向けの配慮（色の変更等）は
ある。
・代筆・代読支援は、ホームページに事業概要を掲載している。
・ホームページに情報を掲載するかどうかは、市の基本方針とい
うわけではなく、現場レベルで必要と判断したら掲載をしてい
る。
・ホームページに情報を掲載したことで、検索に引っかかるの
か、他の自治体から代筆・代読支援の問い合わせがあります。

・率先しては行っていないが、障害福祉に関する基本計画で住民
への調査を２年に１回行うことになっているので、それで把握し
ている。
・この調査は大切だと思っていて、やはり住民のニーズこそが、
私たちの仕事の根幹にあると思っている。
・視覚障害者にこの調査を行う場合は、もちろんニーズがあれば
点字版を提供するし、電話等の聞き取りにも対応している。

・定期的な意見聴取は無いが、要望書の提出等で対応している。

・積極的には行っていないが、事業所からの質問には対応をして
いる。

・事業所からの相談があった際に、随時事業の状況を聞き取って
いる。説明会（集団指導）等も開催し、情報提供に努めている。

（１）対象自治体について

（２）福祉サービスの周知方法

（３）当事者や事業所からのニーズの把握
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２．意思疎通支援事業「代筆・代読支援」の実施状況等について 

 

関東　Ｂ市

①予算規模

②実施内容
【※１】

・代筆・代読　あり

・手話通訳　　あり
・要約筆記　　あり
・盲ろう者　　なし（盲ろうの人はいるが、支援者がいない）
・点訳・音訳　なし
・その他　　　なし

①受給者証の発行数（年間）
１２人

②利用者数
　（年間実人数）

６人

　（年間のべ人数）

　（利用者の特徴）

・居宅内の代筆・代読の支援が必要としているため、同行援護を
使わず、代筆・代読支援だけを受けている人もいます。

※参考　視覚障害者の中での利用率 2.5%

③上限支給量（月）

・令和元年度からは「２時間×３回＝６時間」になります。
・元々は「３０分を１単位、２時間まで」だったが、この内容だ
と、事業所が対応できないとの声があった。事業所としてはヘル
パーの移動時間もあるので、短い時間の仕事は厳しいのが実情
だ。そのため、事業所と相談し、事業所の意向を聞いて、この設
定に変更をする。
・この見直しにより、委託金額は１．５倍程度増額となったが、
委託する事業者があっての制度なだけに、今後も事業者と協議し
ながら進めていきたい。

④予算規模

１３２,９１０円

※参考　意思疎通支援事業に占める「代筆・代読支援」の予算割合

⑤対象者の該当要件

・特に要件はありません。

①開始時期
平成１９年度

②開始までの経過

・当事者及び当事者団体・事業所からの要望や意見を受け開始。
当事者からの要望を受け、市役所から事業所に支援が対応ができ
るかどうか等を確認した。

③当事者からのニーズの有無
・ありました。

④当初予算、利用者数等

６６,１２０円（委託料）
回数３７回、時間数４４．５時間
・金額だけでみると、今の半分の金額からスタートしていた。１
０数年たって２倍にしか増えてないとの考え方もあるが、必要な
人がリピーターとして利用している傾向があり、必要な人が必要
に応じて利用しているのではないか。
・代筆・代読支援の予算は、自治体としては他のサービスと比べ
ると小さな数字なので、新しく制度として開始しても、そんなに
は負担にならないと思っている。他の自治体においても、そこま
で負担にはならないだろう。

⑤他サービスとの差別化の有無

・ガイドヘルパーと同時期に開始しているので、事業者に対して
代筆・代読支援と同行援護は明確に分けるようにお願いをした。
・同行援護は、外出先での代筆・代読はできるが居宅での代筆・
代読はできない。居宅介護（ホームヘルパー）は、居宅での代
筆・代読は家事援助に伴った場合できる。それに対して、代筆・
代読支援は、居宅での代筆・代読のみができると定めている。

⑥参考にした資料
【※３】

・不明。

（２）「代筆・代読支援」の利用実績

（３）「代筆・代読支援」を開始した経過

（１）意思疎通支援事業　全体の実施状況
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関東　Ｄ区 近畿　Ｇ市

１,８９３,６００円 １３,４３０,０００円

・代筆・代読　あり

・手話通訳　　あり
・要約筆記　　あり
・盲ろう者　　なし
・点訳・音訳　なし
・その他　　　なし

・代筆・代読　あり

・手話通訳　　あり
・要約筆記　　あり
・盲ろう者　　あり
・点訳・音訳　なし
・その他　　　なし

１６人 ２人→３人
・書面調査以降に１人増えました。

２人→４人
・書面調査以降に増えました。窓口での紹介がきっかけ。

２人

１１８回【※２】 ２２人

・４人のうち、２人はヘビーユーザーで、週１回利用をしてい
る。そのため、年間５０回程度は利用しているので、この２人の
利用が大半を占めている。
・この２人はスタート時から利用してて、単身の全盲で高齢な方
です。

・利用している人は、毎月、定期的に利用をしている。

2.2% 0.2%

・上限の設定はなし。
・今年の利用状況では、活発に利用している人は月１０時間程
度、他の人はショートの利用だった。
・活発な利用者は、１回あたり２～３時間、週１回の利用で月４
回利用している。

・５時間　基本時間は１回あたり３０分。
・現状では１回３０分の利用×月３回ぐらいが多いようだ。連続
利用も１時間～１．５時間ぐらいは対応可能。
・３０分１単位：他のサービスとのバランスでこのように設定し
ている。
・上限の５時間で足りているようだ。上限は超えないようにお願
いをしている。

１,４４０,０００円
・意思疎通支援の大半が代筆・代読支援で使われている。他の地
区との大きな違いは、手話の利用が少ないこと、代筆・代読支援
を活発に利用する人がいることから、このような予算となってい
ます。
・予算が足りない場合は、何らかの形で予算を確保し、利用者へ
のサービスが途切れないようにしている。

９７,６８０円

76.0% 0.7%

・利用者の要件は設定していない。家族ありでも、弱視でも大丈
夫です。
・（他の地区が実施しているような）他のサービスを優先させる
こともないです。住民の方が希望するサービスを提供していま
す。

・視覚障害その他障害のため字の読み書きが困難な者を対象にし
ています。
・他のサービスと同様に基本的には家族がいたら利用はできな
い。ただ、個別にケース判断をしているので、利用可能とするこ
ともある。
・同行援護・居宅介護・介護保険を受けていたら、こちらを優先
してもらっている。

平成１９年４月 平成２９年４月

・平成１８年度にニーズ調査を実施。 ・きっかけは、①国からの通知「意思疎通を図ることに支障があ
る障害者等の入院中における意思疎通支援事業（地域生活支援事
業）の取扱いについて」、②地元団体からの要望、だったと聞い
ている。
・直接的には②地元団体からの要望の方が大きい。ただ、①の外
部的な動きもきっかけの一つにはなる（例：法律、条例等）。

・詳しい資料がなく分からないが、ニーズ調査で当事者からの要
望があったと承知している。

・視覚障害者団体などから要望あり。記録は無いが、要望書の提
出だったと思う。

予算：６４万５００００円　実利用者数：２名　のべ利用３名
・この２名が今でも利用していて、最初は少ない利用だったが、
段々と利用回数が増えてきて、今は約２倍の予算となっている。
・当初、予算の消化率が悪く、この点は内部的な指摘があった。

１９６,０００円
１名（実利用者数）
・開始時はその年の年末から利用がスタートした。理由は不明。
・行政の中で壁となされる財務との折衝：この予算規模なら財務
に通しやすく、内容の理解も一応はあった。

・不明。
・今は、差別化は考えて事業を実施している。

・まず「同行援護：外出に係るもの⇔代読代筆：外出を伴わな
い」と整理をした。
・居宅介護も、現場では代筆・代読の支援が受けられる時間がな
いということは承知していました。

・不明。
・ただ、令和２年度で要綱の更新を検討しているので、ネットか
ら他の自治体の資料を見て、時間設定等を参考にしている。

・同じ県内で当市より早く実施していたＨ市を参考にしました。

（１）意思疎通支援事業　全体の実施状況

（２）「代筆・代読支援」の利用実績

（３）「代筆・代読支援」を開始した経過

 

●注意

【※１】回答中の「盲ろう者」は、盲ろう者に対する通訳介助の支援を省略した表記になる。

【※２】年間での派遣回数として回答があり、そのまま記載する。

【※３】回答では具体的な自治体名を記載している。ただし、調査結果では、調査対象の自治体のみを割り振ったアルファベット名で記載する。
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①当事者ニーズの反映方法

・利用計画の作成により、個別ニーズを反映させている。

②サービス実施における工夫

・事業者の実情も勘案して上限支給量等を決めている。

③懸案事項

・事業者から単価の問題で撤退を相談されたことがあり、事業者
の継続も課題。

④支援内容

・市が定めた規則により、次の内容を定めてサービスを実施して
います。
（１）公的機関その他これに準ずる機関から交付された書類
　　　及び配布された資料の代読
（２）日常生活用品の取り扱い説明書の代読
（３）公的機関その他これに準ずる機関へ提出する各種申請書
　　　の代筆
（４）その他市長が必要があると認めるサービスに係る代筆又
　　　は代読
・実際の利用内容は、次の内容で利用されているようです。
（１）郵便物の確認と代筆、整理
（２）アンケート調査等の代読と代筆
（３）新たに購入した電化製品の説明書の代読
（４）生協のカタログの読み上げ・代筆
・金融・土地・契約等の権利については、不可にしている。
・担当レベルの意識では、代筆・代読は、何でも福祉の支援に頼
るのではなく、餅は餅屋に頼むべきと思うところもある。できな
い代筆・代読は、金融機関等で対応すべきかもしれない。

⑤トラブルの事例

・新規希望者が、事業所に余裕がないことを理由に受けてもらえ
なかった。

⑥支援者の養成の有無（支援者の要件）

・平成１９年度に代筆・代読ヘルパー研修を実施した。まだ、ど
こも制度化されていなかったことから、市独自で研修を行った。
・現在は、県で同行援護の研修を実施していることから、その研
修を受けていれば支援者とみなしている。

⑦支援者の指名の有無

・不明。

⑧専門性の必要性

・実際の支援では、専門性よりも「センス」や「思いやり」が必
要と考えている。支援を受ける視覚障害者の実情を理解して仕事
をしてくれる支援者が必要だと思う。

⑨事業所担当者の重要性

（４）現在の「代筆・代読支援」に対する評価
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・区民へのアンケート。
・事業所から上がってくる「実績表」も見ている。実務的な部分
だと、ここから確認することが多い。

・ニーズ把握が難しいため、反映しきれていない。
・本来はニーズ調査をすべきだと感じているが、調査は行ってい
ない。

・特になし。
・ただ、実務的な部分は事業所の中で工夫をしてくれていると
思っている。信頼の中にサービスがあるものと承知している。

・特になし。事業者と利用者が実務を行う上で考えていると思
いっている。

・実際の利用方法によって、①上限支給量、②利用内容にルール
作りが必要だと考えている。そのため、令和２年度より要綱の改
正を行うことを考えている。

・代筆・代読支援は入院中も実施できるが、殆ど入院中の派遣は
行ったことがない。やはり自宅中心のサービスになっている。
・入院のような緊急性が伴う支援は、自治体としては柔軟に対応
しようとしているが、そもそも事業所と契約を結んでなかった
り、受給者証がないと、自治体としてサービスの開始ができな
い。一方で、手術の同意等、個人の意思を表明するものだと、現
実的には支援者が代筆・代読をするのは厳しい側面があると感じ
ている。

・概要に定める事項以外は原則不可。
・できない内容として、通年かつ長期的な支援は難しく、最近で
は、遺言～遺産関係の代筆・代読支援を６か月かけていた事例が
あった。これは度を越した支援で、内容面でも難しい部分があ
る。そのため、次年度に改正を行うことを考えている。

・要綱に定めた事項以外は原則不可。障害福祉サービスで不可と
している内容は、基本的には不可です（娯楽性、経済活動等）。
・個人の意思を示すもの、お金や契約に関わることは難しいと
思っている。
・自治体側で、何がダメなのかの線引きを作るのは難しい。た
だ、自治体側で規程を作らない方が、柔軟な対応ができると思う
部分もあります。

・代筆・代読支援を行っていないことが見込まる時間帯の請求
や、代筆・代読支援の中ではできない支援を行ったと疑われる事
例があった。この点は、当該自治体と契約を結んでいる事業所に
注意した。

・特になし。

・支援者の要件は特に設定はなく、事業所に任している。
・ただ、実際は事業所に任しているので、事業所がどのようにク
オリティーを維持しているかがポイントだろう。

・基本的には居宅介護・同行援護のサービスを行っている事業所
（＝その資格を持っている支援者）であればＯＫとしています。
・代筆・代読自体で「これが必要です」と規定する（＝要件を厳
しくする）と、支援者が集まらないと考えている。

・利用者は区を通さず直接業者に利用を依頼するため把握してい
ない。
・だだ、利用レベルでは、同じ支援者を利用し続けていて、支援
者の都合に合わせて利用者が利用日を決めているので、実質的に
指名になっている。

・不明。

・支援者においては、事業者が求める専門性を満たしていること
が重要。実感では、支援者は同行援護レベルの力は欲しいと思
う。

・居宅介護・同行援護等で同様のサービスを行っていることを鑑
みると、ヘルパーの資格は必要だと感じる。

・事業所を切り盛りするマネージャーの仕事が凄い重要だと感じ
ている。
・利用者のニーズを聞いて、適切な利用計画を作成し、その上で
適切な支援方法（代筆・代読支援、居宅介護、同行援護）、そし
て適切な支援者を割り振りや日程調整を行っている。さながら、
専門性の振り分け役かもしれない。
・また、現場の支援者が「この支援はできるかどうか」を判断し
たり、確認したりする仕事もあるので、代筆・代読支援の「質」
を守るための重責も担っている。
・もちろん、自治体側への報告・相談も、こういった人の仕事な
ので、区としても大切な存在です。

（４）現在の「代筆・代読支援」に対する評価
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①制度の見直しの有無

・国で指針が示されたり、国の補助の対象に加えられれば、前向
きな見直しを行う。
・ただ、近年の利用実績の推移を比べると、利用実績が増えてい
ない状況にあるが、利用者数はあまり変わっていない。やはり、
必要な方にとっては、このサービスが無くてはならないサービス
だと考えている。そのため、委託料から見ると金額は少ないが、
このサービス自体は継続していく予定である。

②今後の見通し

・継続する予定。
・他の制度（サービス）と比べると費用は少ないが、この制度が
ないと困ってしまう人は必ず存在する。例えば、障害の区分が軽
くて、居宅のサービスが入らない人たちにとっては、この代筆・
代読支援が外せないサービスになっている。

③制度を継続させるための要件等

・地域生活支援事業の制度に加えられれば、参加する事業者もい
ると意見を聞いている。また、これにより市の負担も少なくなる
（現在、市の単独費→国約３０％、県約１５％）。
・現在は、大半が市の予算になるため、国や県からの助成がある
と助かる。
・（対国への意見）代筆・代読支援を自立給付にして欲しい。
・（対県への意見）今の意思疎通支援の予算だと、代筆・代読に
使ってよいと読み取れない部分がある。

①自治体に関する内容

・市の予算を特に圧迫しているわけではないが、地域生活支援事
業に組み込まれれば、参加する事業者も出てくると思われ、安定
したサービスが提供できると考えます。

②事業所（支援者）に関する内容

・不明。

③視覚障害当事者に関する内容

・不明。

④国や制度に関する内容

・国で制度化して頂きたい。

（６）「代筆・代読支援」に関する課題や要望

（５）今後の「代筆・代読支援」の方向性

 

 

 

 

 

－ 40 －



 
 

・令和２年度に実施要項を更新予定です。これまでの問題点や課
題を整理した結果、以下のことを更新しようと考えています。委
託料金も上げる予定です。
　①上限支給量
　・令和元年度まで：上限を設けなかった。
　・令和２年度から：１日１回２時間まで、回数制限は引き続き
なしにする。単位は１時間。
　②利用内容
　・令和元年度まで：明確には定めていなかった。
　・令和２年度から：遺産等の契約的な内容は不可とするよう、
定める予定です。
・事業所（支援者）が仕事ができなくては支援の質を確保できな
いので、事業所と詳細に相談しながら制度の調整を進めていま
す。
・時間設定は仕事時間の平均をとると２時間だった。他のコミュ
ニケーション系の仕事も、だいたい２時間で終わっている。
・支援者も２時間連続で仕事をしたら、それ以上は仕事ができな
いだろう。支援の質を維持するためには、２時間ぐらいが妥当だ
ろう。

・現時点で見直しを行う予定はなし。
・事業所からの問い合わせは増えており、今後は増えるだろうと
考えている。

・継続する予定。 ・継続する予定。

・実情に応じた制度の変更は必要。
・利用者のニーズを満たす「支援の質」を確保しつつ、事業所や
支援者がサービスを提供させることは、大変なことではあるが、
制度の変更でそれが保てられるのであれば、変えるべきだと思
う。

・開始してまだ数年であり、実績も少ないため、細かい内規等を
整備する必要がある。例えば、できない支援の規定等。
・こういった内規を作る際、他の自治体等で有効な資料があるの
であれば、参考にしたい。
・利用者を増やすために、事業の周知が必要だと思う。
・実感では、情報が利用者等に届いていないこと、他サービス
（同行援護など）でニーズが足りてしまっていることが原因では
ないかと感じている。

・単価設定、上限支給量の設定、利用内容を現実に見合った内容
に変更する。
・ただ、あまり制度を厳しくすると、企業の新規参入を阻害して
しまう。社会資源が少ないだけに、この点は頭が痛い。

・利用者数が少ない。そのため、周知を頑張りたい。

・家賃の高さなどから、地域では事業所と支援者が不足してい
る。支援の質を保つためには、こういった社会資源を確保するこ
とも必要です。

・制度の認知、実施体制の整備が不十分。
・実施体制の整備。開始して数年、対応している事業所も少ない
ので、まだまだ「手探り」でサービスを行っている状況です。事
業所の努力のレベルだけど、市も頑張らないといけないと感じて
います。

・視覚障害者のニーズの整理。実際にはどんなニーズがあるの
か、把握しきれていない部分もある。

・当事者への周知が足りない（情報が届かない）。
・当事者のニーズが把握できない。

・全国で事業を実施するために、支援方法等の基準の明確化が必
要だと思う。是非、国や都道府県レベルで作ってほしい。特に、
国からは何らかの通知でもよいので、基準を出してほしい。
・代筆・代読支援は、プライバシーが関わってくることが多い。
そのため、利用者の安全を守ることに加え、支援者の安全も守ら
ないといけない。こういった「支援方法」の整理も必要だと感じ
ている。

・国からの予算は拡充して欲しい。
・代筆・代読支援だけだと小さな予算なので、そこまで気にはし
ないが、市の障害福祉全体の予算は右肩上がりで増えており、今
の市の財政だけでは厳しいです。

（６）「代筆・代読支援」に関する課題や要望

（５）今後の「代筆・代読支援」の方向性
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３．代筆・代読の支援が行える「他の福祉サービス」について 

 

関東　Ｂ市

①受給者証の発行数（年間）
４９人

②利用者数
　（年間実人数）

４０人

　（年間のべ人数）
４１１人

※参考　視覚障害者の中での利用率
16.8%

③予算規模
１５,２４６,０４３円

④該当要件

・同行援護アセスメント調査票による、調査項目中「視力障害」
「視野障害」及び「夜盲」のいずれか１点以上であり、かつ、
「移動障害」の点数が１点以上の者（※障害支援区分の認定を必
要としない）。

⑤意思疎通支援事業「代筆・代読支援」との住み分け

・サービスの提供場所が「在宅」かどうか。
・代筆・代読支援と同行援護を比べると、同行援護の方が利用率
は高い。家族のいる人だと、外出は同行援護にお願いするが、家
での代筆・代読支援は家族にお願いしているのかもしれない。

①受給者証の発行数（年間）
１８０人

②利用者数
　（年間実人数）

１７２人

　（年間のべ人数）
１,９８７人

③予算規模
１０５,２３８,４１２円

④該当要件
・障害支援区分が区分１以上（障害児にあってはこれに相当する
心身の状態）である者。

⑤意思疎通支援事業「代筆・代読支援」との住み分け

・利用内容によって分けている。
・居宅サービスでは、何かを読んでもうらためにサービスを受け
にくいため、代筆・代読支援があることは価値がある。

①他のサービスでの実施状況

・なし。

②様々なサービスで代筆・代読の支援ができることに対する意
見

・内容によってサービスを使い分けることができる。
・支援内容、利用率からして同行援護と居宅介護の方が大きい
が、代筆・代読支援は「その個人が個別に必要なもの」として利
用できるのが良いのではないか。

（１）同行援護

（２）居宅介護

（３）その他
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関東　Ｄ区 近畿　Ｇ市

２２人 ２１４人

１５人 １４１人

１４１人 １,６８１人

16.3% 8.0%

１０,６５８,７１５円 １３１,１６６,７７５円

・障害者総合支援法施行規則及び報酬告示等において定められて
いるとおり（区の独自要件等はなし）。

・対象者の要件として同行援護アセスメント票の調査項目の項の
各欄の区分に応じ、「～省略～移動障害の欄に係る点数が１点以
上であり、かつ、移動障害以外の欄に係る点数のいずれかが１点
以上である者」とする。

・居宅でのサービスかどうか。 ・居宅介護や同行援護にて対応可能であれば、そちらを優先して
利用してもらう。
・（なぜ居宅や同行を優先するのか）代筆・代読支援は無料に
なっている。一方で、居宅介護や同行援護は利用料がある。まず
は、こういった自己負担の公平性の観点があるから、居宅介護等
を優先している。
・（居宅介護等の利用時間がオーバーした場合、このことを理由
に代筆・代読支援が利用できるか）事務的にＯＫとは言えない
が、総合的な判断をした上で、判断することはありうる。同行援
護は外出のみ、居宅介護や介護保険は身体介護が中心なので、代
筆・代読支援の必要性は示せるかもしれない。

１０９人 ８７７人

８３人 ７５２人

７７６人 ９,０２３人

５０,８７７,０８６円 ５３５,２１９,６６１円

・障害者総合支援法施行規則及び報酬告示等において定められて
いるとおり（区の独自要件等はなし）。

・対象者によって異なる。

・代筆・代読支援は、居宅介護とオーバーラップしている部分が
ある。

・居宅介護や同行援護にて対応可能であれば、そちらを優先して
利用してもらう。

・独自事業はなし。
・居宅介護や同行援護にて対応可能であれば、そちらを優先して
利用してもらう。

・本来、居宅介護で行う仕事を代筆・代読支援で実施する等、線
引きが引きにくいことで誤ったサービス提供が行われてしまう。
・支援の線引きは、本音では必要だと思う。餅は餅屋じゃない
が、そのサービスに強い事業所があるのだから、線引きがあるこ
とで適切な支援を与えられると思う。

＜良い点＞
・複数サービスで実施可能であれば、実施事業者も増えることで
対応できる場面も増え、利便性向上につながると感じる。現時点
では、対応できる事業所の数は少ないと思う。もっと増えて欲し
いと思います。

＜悪い点＞
・サービスごとに支給要件や、サービスの趣旨が異なる為、線引
きが難しい。
・自治体でこういった線引きを作ることは、難しいと思っていま
す。代筆・代読の支援であれば、特に不可内容の設定は難しく、
あえて規程しない＝柔軟さを残しておくことも必要と感じてい
る。
・できない支援の規程等は、事業所レベル（現場レベル）で作っ
てもらう方が現実的かもしれない。

（３）その他

（２）居宅介護

（１）同行援護
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２－３ ヒアリング調査の結果（②事業所） 

 

１．調査対象の基礎データ 

 

関東　Ｂ市 近畿　Ｇ市

対象者の種類 社会福祉協議会 訪問看護事業所

①事業内容
・見守り活動の推進、世代間交流の推進、地域福祉
事業、障害者の生活支援、移送サービス、結婚相談

・介護保険、障害者支援（居宅介護、同行援護、代
筆・代読支援等）、重度訪問

②支援者数（平成３０年
度末時点）

・代筆・代読の支援者数は１５人です。 ・同行援護ができるのは１１名。男性の支援者も在
籍しています。

③地域の規模や特色

・交通は結構不便で、車利用が中心となっている。
・そのため、視覚障害者の移動は大変で、皆さん、
苦労をしている。

・交通が大変不便で車移動が基本。支援者も、当時
者宅へは車で移動をしている。
・同行援護の場合、車は一切利用ができない。基本
は徒歩移動。そのため利用者側が相当な負担があ
る。

①利用者との関係

・担当者やサービス提供責任者が定期的に訪問を
行っている。その時に確認を行う。

・特に行っていないが、日々のコミュニケーション
や会話は重要視しています。

②自治体との関係

・代筆・代読支援に関しては特になし。
・必要時には市担当者と電話等で状況を伝え、検討
等お願いしている。毎月、同行援護や在宅介護につ
いては利用報告書を提出して、状況を伝えるように
も務めている。

・提案をすることはあまりない。事業を行う中で、
不明確なことは確認する程度です。そこまでコミュ
ニケーションはない。

（２）利用者と自治体との関係

（１）事業所について
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２．意思疎通支援事業「代筆・代読支援」の実施状況等について 

 

関東　Ｂ市 近畿　Ｇ市

対象者の種類 社会福祉協議会 訪問看護事業所

①開始したきっかけ

・平成２０年４月１日より開始。
・市（利用者）からの要望があり、平成２０年３月
に市の研修を受け、平成２０年４月から委託を受
け、事業開始。

・平成３０年２月が初回。自治体から連絡があり、
その後、利用者からも連絡があり、契約になる。
・その利用者とは代筆・代読支援の契約が初めて。
他の同行援護の事業所を使っていたが、代筆・代読
支援ができないため、当該事業所に声がかかった。
・その後、同行援護の利用にも繋がっている。

②開始時の実績
・派遣回数は３８回、実績は６８，２５０円だっ
た。

③開始時に参考にした資
料や実例

・市が開催した研修。
・居宅介護で行っていた代筆・代読支援の内容。
・資料も活用したが、社会福祉協議会としての信念
「地域の福祉のため」が大切で、何とかして対応し
ようという気持ちも強い。

・サービス提供責任者が、ネットで見つけた代筆・
代読の支援に関する本を読んで、勉強をした。
・同行援護の仕事も実施しており、視覚障害者への
代筆・代読の重要性（当事者の立場に立って情報提
供をすること）は、もともと理解をしていました。

①現在の利用者

・利用者６人。独居は半分、家族と同居は半分ぐら
い。入所中の人もいます。
・同行援護の登録者は２３人いて、この６人も重複
している。つまり、６/２３人しか代筆・代読支援は
利用していません。もしかしたら、利用していない
人は、同行援護か家族で充足している、または利用
の必要がないのかもしれない。

・現在は１名（男性４０歳前後、中途失明。行動が
大変アクティブな方）のみです。

②対応できる支援者

・１５人。基本的には同行援護の支援者が対応して
います。
・同行援護の支援者の中でも、高齢を理由（老眼
等）に対応できない者もいる。事業所として、ヘル
パーの高齢化問題は頭が痛い。当事業所のヘルパー
は、平均で６０～７０歳台、低くても４０歳台か
ら。

・基本的にはサービス提供責任者１名が対応し、こ
の者が難しい時は他の支援者が対応している。
・サービス提供責任者が行くことで、同行援護も含
めた翌月の支援計画を作る作業も同時に行ってい
る。

③具体的な支援内容

・市の設定では月２時間×３回。
・実際に２時間仕事をすると、連続２時間が限界だ
と思っている。これ以上仕事をすると、支援者側が
疲れてしまう。
・同行援護で買い物に行き、その帰りに自宅で代
筆・代読支援も一応はできます。ただ、あまりこの
方法は選択されず、単発で代筆・代読支援に行くこ
との方が多い。
・支援を行っていると、視覚障害者のニーズは多種
多様だということに、改めて気付かされます。

・月３回（平均１．５時間×３回＝４．５時間）。
５時間を超えたら自由契約で対応しています。
・現在の利用者さんは、同行援護の日は同行援護の
みで、代筆・代読支援は決められた日に、定期的に
訪問している。
・本人は時間を有効的に使いたいと考えていて、代
筆・代読支援をお願いすることを、あらかじめ整理
して準備をしてくれている。どの支援をして欲しい
かも明確に指示をしてくれる。こういった利用方法
は、支援者としては非常に助かります。

（２）「代筆・代読支援」の内容

（１）「代筆・代読支援」を開始した経過
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　　（代読）

・病院からもらった薬の仕分け。
・自治体や団体からのお便りの読み上げ。

・市の広報、タウン情報誌、選挙公報の読み上げ。
・政治的な内容もあり、結構難しい内容（名前・名
称など）が多い。ただ、分からない所は聞きながら
対応してて、特に問題はない。

　　（代筆）

・生協の注文票の記入。 ・自治体関係の請求の書類。
・スポーツ施設や催しの申し込み書類。
・細かいところは自分で予め調べておいて、自分で
はできないことをお願いしてくれるので、結構助か
る。

　　（その他）

・通帳の金額の読み上げは、支援者では対応できな
いので、ケアマネが対応している。介護の仕事で
も、通帳の読み上げはある。

・本人が操作できないパソコンの入力等も行ってい
る（例：Facebookの検索）。

④「できること/できな
いこと」の線引き

・できることは、市の要綱に示された内容に従って
対応しています。
・できないことは、基本的に自分たちで整理しまし
た。

・特に定めていないが、障害福祉サービスの範囲で
実施している。

　　（できること）

・公的機関からの郵便物や資料等の代読。
・生活上必要不可欠な説明書等の代読。
・公的機関（またそれに準ずる機関）への申請等に
対する代筆。
・その他、上記作業に対して障害者が情報をストッ
クするために必要な支援。

　　（できないこと）

・不動産等大きな売買に関する契約の代筆・代読。
・小説等の代読。
・勉強のための資料の代読。
・自分の経済活動に関する代筆・代読。
・年賀状の代筆。

⑤「代筆・代読支援」で
の工夫

・サービスを提供しながら、困ったことがあったら
自治体に相談し、解決方法を見出した。
・定期的に研修会（年２回、資質向上研修）を開催
し、支援者の情報交換等を行うことで、状況を共有
できるように努めている。同じ支援ができるように
することが大切。
・こういったことを蓄積し、できない内容を整理
し、事業所・支援者・当事者の中で共有を図ってい
る。その結果を「利用者のしおり」に整理し、事業
所・支援者・当事者の間で合意をとっている。

・後でトラブルにならないように、支援内容等をま
とめた支援日誌を作成している。
・本人と「会話・対話」をしながら、本人に支援内
容を決めてもらっている。和気あいあいと会話をし
ながら対応している。やっぱりコミュニケーション
は大切だ。

　　（利用者との確認）

・個人情報に関することも含まれていることから、
守秘義務の徹底。そのため、利用者と本人は誓約書
（利用者のしおり）を双方で作成している。
・代筆や代読の後は、確認のために声を出して読み
上げ等の再確認を行う。
・迷う内容は自分で判断を行うことはしない。必ず
依頼者に判断を仰ぐ。
・ガイドを守ることも大切なので、こういったルー
ルや注意点はまとめている。
・利用者に対しても、サービスを理解してもらうた
めに、できること・できないことをまとめた「代
筆・代読のしおり」を確認してもらっている。

　　（事業所担当者）

・福祉事業を進める上で、次の２つが課題となって
いる。
　　①障害者支援のマネージメント化
　　②利用者の高齢化
・①のマネージメント化は重要で、そのためケアマ
ネージャーの仕事が重要になってきている。
・それこそ、他の支援者に的確に指示をしたり、支
援者からの相談を解決したり、色々なマネージメン
トを行っている。
・また、支援者ができないことはケアマネが対応す
ることも多く、視覚障害者への代筆・代読支援をケ
アマネ自身が行うことが結構あり、柔軟に対応して
います。
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①利用者からの満足度
・「助かっている」という意見が多く、満足をして
くれていると思う。

・代筆・代読の支援をすることで、喜んでいる視覚
障害者は大変多いです。

②自分たちへの評価 ・支援ができていると思っています。
・自分たちも視覚障害者のＱＯＬ向上は大切だと
思っているので、この仕事は続けたい。

③利用者のニーズ：事業
への反映

・希望がある場合、対応できる内容であれば、可能
な限り調整している。

④懸案事項

・どこまでの専門的な代筆・代読支援を行ってよい
か判断に困ることがある。とくに「代筆」は難し
い。支援ができる・できないの明確な線引きはやっ
ぱりほしい。
・実例
①ある利用者の主人が亡くなり、厚生年金に関する
書類の代筆・代読を頼まれ、現場のヘルパーが困っ
た。本来は司法書士だったり家族レベルが書くべ
き。代筆・代読支援ではそこまで責任は負えない。
②施設入所に関する書類の代筆・代筆。これは、後
見人の兼ね合いがあり、ケアマネでも対応できな
い。

・居宅介護（家事援助）の中で、代筆・代読の支援
ができることは、知らない人が多いと感じている。
そのため、代筆・代読支援を求める人は少ない。
・一方で、介護の現場では「他の利用者の話、どう
いう支援があるか」は言わないのが基本なので、こ
ちらからの働きかけは難しい。

　　（家族関連）

・家族がいる中での代筆・代読支援は、どこまで支
援を行うことが妥当なのかが分からない（どこまで
の内容を支援してよいのかの線引きが分からな
い）。

・家族がいる利用者で、家事援助は受けているが、
代筆・代読支援の開始を望まない方もいる。どうや
ら、もし代筆・代読支援を始めた場合、他の所にい
る家族が来る必要性がなくなってしまうことを懸念
しているようだ。
・あくまでも本人意思があって契約を結ぶし、こう
いった背景があると、事業所から提案はしづらい。

　　（専門性）

・助言やアドバイスを行うのではなく、正確に読
む・書くという業務であるため、専門的な資格は必
ずしも必須とは考えない。それよりも守秘義務や業
務についての理解をしっかり守れるようにすること
が重要なのではないかと考える。
・そのため、研修会等を開催は必要だと感じていま
す。特に、支援者が障害の理解についての最低限の
知識を持つことは、非常に重要です。

⑤トラブルの事例

・トラブルではないが、利用者の方で認知症状をき
たした方がおり、代筆・代読支援の日程が理解でき
なく、事業所に不安で常に連絡がある。説明して
も、すぐに同じことを繰り返す。こういった利用者
（高齢の障害者）は徐々に増えてきている。

・今の利用者から、契約やお金にまつわる代筆・代
読の依頼を受けていないので、分からない。

⑥支援者の養成

・養成も必要だと思っているが、支援者の中には代
筆を行うことに抵抗がある支援者もおり、担い手を
増やしていく難しさはある。ヘルパーは高齢化して
おり、なかなか事業を理解して対応してくれる人は
少ない。
・まずは利用者（当事者）を理解促しながら、支援
者の方の意向も確認して、養成していきたい。

・事業所として、全ての支援者・ヘルパーを集め
て、毎月ミーティングを開催している。最新情報や
問題点の共有を行っている。
・資格取得の支援も行っている。ただ、仕事の合間
に行ってもらうので、凄く大変です。
・支援者には勉強して欲しいと思っているが、時間
的にも予算的にも厳しい。加算とかがあると助か
る。

⑦支援者の指名

・事業所を通しての連絡へと随時切り替えてはいる
ものの、利用者と支援者が直接連絡を取っている状
況が半分程度あるため、結果的に支援者の選択はあ
ると言わざるをえない。
・事業所が対応している中では、特に指名はない
が、慣れている人に依頼したいという希望は多い。
・慣れている人は、その利用者にとって「読み上
げ・書き取りの正確さ、情報の秘密保持等を守って
くれる人」とも考えている。

・実質的に、同じ支援者が対応している。

⑧他の支援方法を知りた
いか。

・どんな仕事をしてるかは多少は気になります。た
だ、他の自治体の事業方法まで調べるほどの時間が
ないです。

（３）「代筆・代読支援」に対する評価
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①見直し
・状況により判断していくようになるが、見直しを
する可能性はある。

②事業の継続
・状況により、継続しないという選択をするという
可能性は否定できない。

・ニーズがある限りは対応します。まだまだ、ニー
ズはいっぱいあると思う。潜在需要も多いはずだ。

③制度を継続させるため
の要件等

・担い手も高齢化していくことが大きな問題であ
る。募集をかけても福祉業界全体の人員が集まらな
い状況。人員の確保をどうしていくか。
・継続するためには金銭面での確保も必要であり、
自治体の補助金（委託料）等の実施についての検討
等が必要ではないか。

①自治体に関する内容

・市役所の担当課によっては繋がりがないため、同
じ内容の書類が何通も届いて困ることがある。
・分かりにくい文章で理解が難しい書類が多いの
で、簡潔な内容にしてほしい。

・自治体からの代筆・代読支援についての説明（方
法や制度）をもう少し充実して欲しい。年に１回の
集団指導では足らない。

②事業所（支援者）に関
する内容

・担い手の高齢化があり、支援者を確保する必要が
ある。
・家族と同居している場合の対応の範囲。

③視覚障害当事者に関す
る内容

・今後、当事者の方が高齢化となり、認知症等発症
した場合、代筆・代読をどこまで対応していけるの
か。

・代筆・代読支援の認知度が低い。もっと需要を潜
在化する必要がある。
・ただ、利用者にとっては、この代筆・代読支援に
対して「いろいろな不安（安全に利用できるか）」
があったり、「その人の事情（家には上げたくな
い）」等があり、ニーズが潜在化しないのも原因か
もしれない。

④国や制度に関する内容

・頻回な制度改正があり、都度確認し対応していく
困難さがある。

（４）今後の「代筆・代読支援」の方向性

（５）「代筆・代読支援」に関する課題や要望
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３．代筆・代読の支援が行える「他の福祉サービス」について 

 

関東　Ｂ市 近畿　Ｇ市

対象者の種類 社会福祉協議会 訪問看護事業所

①利用者数

・利用者数１６人、利用のべ人数１７０人 ・散歩に行くだけの利用もある。ただ、利用者の心
理的な負担が軽減されるので、こういった同行援護
も積極的に対応している。

②支援者数
・２５人

③「代筆・代読支援」と
の使い分け

・外出中での支援なのか、自宅においての支援なの
かで大きく分けている。支給決定も確認しながら対
応している。
・ただ、代筆・代読支援と同行援護において、支援
の線引きは制度的に欲しい。その方が明確に仕事の
線引きができる。

①利用者数
・利用者数５人、利用のべ人数５４人

②支援者数
・３１人

③「代筆・代読支援」と
の使い分け

・支給決定を確認しながら、対応している。
・支援時間によって分けている。

・まず、市内の利用者は高齢者が増えていて、自発
的な行動にあきらめている人が多い。視覚障害の読
書であれば、プレクストークがあるが、機器が操作
できない等の理由で申請もしない。
・居宅介護の利用者では、このような背景からか、
衣食住に関することが最も求められる支援になり、
代筆・代読レベルの支援は二の次になる。事業所
も、その考えに従って支援をせざるを得ない。
・代筆・代読の支援は、本人側の生活に「ゆとり」
がないと、気持ちがついていかず、そこまで求める
ことができないのかもしれない。

（１）同行援護

（２）居宅介護
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２－４ ヒアリング調査の結果（③当事者） 

 

１．調査対象の基礎データ 

 

関東　Ｂ市

対象者の種類 サービス利用者

①年齢、性別、視覚の程
度、生活状況

・全盲、７０代、男性、点字利用
・職業：あはき師

②家族の有無
・現在は妻（全盲）と二人暮らし。夫婦二人では墨字を読むこと・書くことはできない。
・子供はいるが独立をしている。夜や休みの日に、子供から助けてもらうこともある。

③利用している障害福祉
サービス等

・同行援護、居宅介護、代筆・代読支援を受けている。
・介護保険は対象年齢だが、家族の支援があるため、利用できない。

①地域の規模や特色
・ガイドヘルパーを使わないと移動ができない地域です（交通機関が少ない、道が複雑）。

②自治体からの情報

・市の広報の音訳版が月２回発行されている。
・この広報では、冒頭に視覚障害者福祉協会の宣伝や報告ができ、様々な情報を入れることができた。そ
の中で、新しく始まったサービスの話を入れて周知することができた。

③当事者団体について

・市の視覚障害者福祉協会があり、自分も入会している。
・団体として意識しているのは、視覚障害者が困難な「読む、書く、移動」といった「生きるために大切
なこと」を確保することを求めて運動をしている。

④自治体への要望

・１５年ぐらい前から、年１回、地元の協会と市長が懇談し、直接要望を出している。
・この懇談が大きく、代筆・代読支援についても、この懇談を通して実現した。
・ただ、要望を出すことは、その団体の代表がしっかりと意見を取りまとめしたり、みんなに声をかけた
りすることが大切で、これがなかなか大変だ。

（２）地域特性、情報提供、自治体との関係

（１）対象者について
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２．意思疎通支援事業「代筆・代読支援」の実施状況等について 

 

関東　Ｂ市

対象者の種類 サービス利用者

①開始までの状況

・昭和５２年から地元でガイド制度が始まり、その中で時間があったときに、ガイドさんから読んでも
らっていた。
・今の方が便利になったが、当時は当時でガイドさんが柔軟に対応してくれたように思える。

②開始までの経過
・平成２０年前後で、地元の協会で要望をとりまとめ、市長の懇談の際にお願いをした。

①利用方法

・基本は１回２時間×３回＝６時間。妻も使っているので２人で１２時間。昔は２時間だったので、今の
時間数には満足している。
・奥さんは凄く活用してて、自分もそこそこ使っている。
・自己負担は無し。役所の全額負担となっている。
・依頼先の事業所には同行援護もお願いしている。対応には満足している。

②支援の内容

・自分は「役所の書類（読み、書き）」「郵便局や銀行の申し込み書類（読み、書き）」でよく利用して
いる。
・妻は「生協の注文票（読み、書き）」をよく利用している。細かい商品内容は、生協の音声版カタログ
で事前に確認しておき、支援者が来られたら、再確認をしてもらいながら注文票に記入をしているようで
す。

①満足度
・かなり助かっている。実際に支援してくれる支援者は、様々なことをファジーに対応してくれ、自分の
生活が円滑になっていると感じている。

②支援が足りてるか
・時間も内容も十分に足りている。

③支援の良いところ

・各支援者が、様々なことを臨機応変に対応してくれること。
・支援者の皆さんは親切で、昔から安心して利用できるし、親身になって対応してくれる。長い付き合い
と地域ならではの密接な信頼があるからではないか。

④不安になること

・あまりない。支援者が昔から知っている人が多く、自分のことも良く知ってもらっているので、安心し
て支援を受けている。
・依頼をしている事業所では、来てもらう支援者が変わってもサービスの質は変わらず、安心して利用が
できている。

⑤できない支援

・経験上はないです。
・契約やお金等の重要な代筆・代読の場合は、子供に来てもらい、対応してもらっている。この点は自分
で理解してて、支援者にはお願いしないです。

⑥トラブルの事例
・経験なし。

⑦支援の質
・ある程度は必要だと思う。
・代筆・代読支援では日常的な書類のレベルまでにすべきで、高度なものは専門の人に任せた方が良い。

⑧支援者の指名
・指名はしない。事業所にお願いすると、信頼できる人を派遣してくれるので問題なし。

（２）「代筆・代読支援」の内容

（３）「代筆・代読支援」に対する評価

（１）「代筆・代読支援」を開始した経過
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①支援の継続
・是非、続けてほしい。私の生活になくてはならない存在です。

②支援を継続するために
何が必要か

・支援を受けるための規則が厳しいと、かえって使いづらくなるのではないか。ある程度の柔軟さが必要
だ。
・理解度のある市の職員は必要で、今現在、市に良き理解者がいるから、この制度が成り立っている。
・実際に利用している利用者が少ないことを考えると、利用者向けの周知も必要かもしれない。もっと宣
伝をした方が良い。
・事業所や支援者からの話を聞くと、なかなか支援者の成り手が少ないことを聞いている。自分達にはで
きないことだが、支援者を集めることも大切だと感じている。

①自治体に関する内容

・代筆・代読支援においては、利用の中での制約を減らし、自由に使わせてくれる制度にしてほしい。

②事業所（支援者）に関
する内容

③視覚障害当事者に関す
る内容

・市の協会に入っている人でも、代筆・代読支援を使っている人は少ないようだ。理由は、家族からの支
援がある、支援があることが知らない等が考えられる。当事者の中での周知も必要なのだが、なかなか伝
わらないのが現状です。

④国や制度に関する内容

・自分が代筆・代読支援を受けているので特に感じるのが、公共図書館での対面朗読にも助成をすべきで
はないか。お金をつけることで、専門的な内容にも対応でき、支援のクオリティーが上がるのではない
か。こういった向上があれば、医療系の本を読んでもらえるので、自分のためにもなる。

（４）今後の「代筆・代読支援」の方向性

（５）「代筆・代読支援」に関する課題や要望
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３．代筆・代読の支援が行える「他の福祉サービス」について 

 

関東　Ｂ市

対象者の種類 サービス利用者

①利用方法

・自分と妻で、それぞれ５０時間。時間はたまに余ることもあるが、満足に使わせてもらっている。
・代筆・代読支援を依頼している事業所にお願いしている。

②利用内容

・買い物、協会の活動、市役所への移動等に使っている。大変便利で助かっています。

③「代筆・代読支援」と
の使い分け

・外出時の情報提供が必要であれば代筆・代読もお願いしているが、今は、代筆・代読支援を受けている
ので、昔ほどは代筆・代読の支援は受けていない。
・本当はいけないことだけど、大昔はガイドヘルパーを利用する際、移動中に書類を読んでもらったりし
ていました。

①利用方法

・居宅介護の家事援助で１０時間。
・ヘルパーは契約した居宅介護の事業所から来ている。代筆・代読とは別の事業所。
・介護保険はまだ使っていない。

②利用内容

・基本的な家事や食事は夫婦二人でできるので、ヘルパーには家や玄関先の掃除、洗濯した洋服の組み合
わせ等をお願いしている。

③「代筆・代読支援」と
の使い分け

・今も昔も、代筆・代読の支援をお願いしたことはない。特に、今は代筆・代読支援が利用できるので、
無理に居宅介護で利用しようとは思わない。居宅は居宅で必要な支援を受けた方が、自分にとってメリッ
トがある。

（２）居宅介護

（１）同行援護
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第４章 調査② 

    意思疎通支援事業「代筆・代読支援」 

    未実施自治体に対する調査 
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１－１ ヒアリング調査の概要 

 

１．調査目的 

 調査①「実施自治体調査」の調査結果と比較するため、意思疎

通支援事業「代筆・代読支援」を未実施の自治体において、令和

２年度以降に同事業を実施予定の自治体に対してヒアリング調

査を実施する。また、該当自治体において代筆・代読支援を実施

予定の事業所、その支援を受ける可能性のある視覚障害当事者に

ついても、可能な限りヒアリング調査を実施し、実施に向けたプ

ロセスや要望等を確認する。 

 

２．調査対象 

 検討委員会での検討の結果、地域特性や人口規模の違いを考慮

し、以下の２自治体を対象とした。 

 

 人口規模 自治体 事業所 当事者 

関東 Ｌ区 ３３２，９５７人 ●  ● 

東海 Ｍ市 ２，３１７，６４６人 ● ● ● 

 

３．調査方法 

 自治体には、調査①「実施自治体調査」と連動した質問票を事

前に提供し、その質問票の回答をもとにヒアリング調査を実施し

た。 

 事業所と視覚障害当事者に対しては、自治体の書面調査をもと

に、調査担当者が個別に質問を用意した上で、ヒアリング調査を

実施した。 

 

４．調査期間 

 令和元年１２月１日～令和２年１月３１日 

 

５．調査結果の掲載方法 

・  本調査は、自治体名を公開することを前提とした調査ではない

ため、調査対象の自治体には、それぞれ任意のアルファベット

名を割り振り、該当地方と市区町村の分類のみを記載した。 

・  事業所と視覚障害当事者の結果については、上記自治体の公開

方法に準じて、個人情報等を取り除く形で結果を掲載した。 

・  ヒアリング調査によって得られた意見等は、事務局で整理を行

い、項目ごとにその意見等を割り振った。 
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１－２ ヒアリング調査の結果（①自治体） 

 

１．調査対象の基礎データ 

 

関東　Ｌ区 東海　Ｍ市

①住民数
３３２，９５７人 ２，３１７，６４６人

②手帳数
８，０６４人 ７８，６７７人

③視覚障害者数
５５８人 ５，１２９人

※参考　住民に占める障害者の
割合

2.4% 3.4%

※参考　住民に占める視覚障害
者の割合

0.2% 0.2%

④地域特性

・都心からのアクセスは大変よく、交通網も電車や
バスを中心に充実しています。
・平成２７年の国勢調査では単身世帯が６１．９％
を占めていました。

・公共交通機関は発達しており、電車、バス等での
移動はしやすい。タクシーを利用する人も多い。
・市外からの通勤者も多いが、市内に住む者も多
く、大きな移動をしなくても、各地域の中で生活で
きる環境は揃っている。

①全般

・冊子「障害者福祉のしおり」、区公式ホームペー
ジ等で周知しています。

・市の福祉サービスの概要と問い合わせ先を紹介す
る「障害者福祉のしおり（年１回）」や「障害者総
合支援法による各種サービスのご案内」を作成して
いる。

②視覚障害者向け

・冊子「障害者福祉のしおり」（点字版）や区公式
ホームページ等で周知しています。

・「障害者福祉のしおり」点字版も作成している。
・「障害者総合支援法による各種サービスのご案
内」は音声コードに対応している。
・新規に手帳を取得した方には上記資料を配布して
いる。

（手帳所持者への対応）

・既に手帳をお持ちの方には、依頼があれば配布を
しているが、しおり等が更新したタイミングでは配
布等は行っていない。
・新しい情報については市の広報、ネットに掲載す
る情報、そして障害者団体からの周知に頼る形にな
る。
・自治体としても、いかにして新たなサービスの情
報を周知させるかは課題となっている。

③ホームページの掲載状
況

・ホームページは、音声読み上げに対応していま
す。

・市専用の介護・障害情報提供のホームページがあ
り、そちらに掲載している。
・特別なソフトウェアを使用しなくても、音声読み
上げや文字サイズ変更、背景色の変更等が可能に
なっている。

①当事者に対して

・毎年度、障害当事者団体等から、区に対しての予
算要望を聴取しています。
・障害福祉計画策定の年度に「障害福祉サービス意
向調査」（手帳所持者へのサンプル調査）を実施し
ています。

・３年に１度の障害者基礎調査（障害福祉に関する
アンケート)の実施や、毎年随時行っている障害者団
体からの要望・会議等を通じてニーズを確認してい
る。
・障害者団体とは、各障害者団体が参加する連絡会
があり、この場で密に情報交換や連絡を行ってい
る。そして、この場で得た情報などを市政に反映さ
せている。
・市としては、歴史的に障害者の声を聞いた上で市
政に生かすことを意識的に行っている。障害者の
ニーズがあって、私たちが動くことを意識してい
る。

②事業所に対して

（３）当事者や事業所からのニーズの把握

（１）対象自治体について

（２）福祉サービスの周知方法
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２．意思疎通支援事業「代筆・代読支援」について 

 

関東　Ｌ区 東海　Ｍ市

①予算規模
７,７１９,６１２円 ４９,９０５,９０８円

②実施内容

・代筆・代読　なし

・手話通訳　　あり
・要約筆記　　あり
・盲ろう者　　なし
・点訳・音訳　なし
・その他　　　なし

・代筆・代読　なし

・手話通訳　　あり
・要約筆記　　あり
・盲ろう者　　あり
・点訳・音訳　あり
・その他　　　あり（対面朗読）

①必要性の認識

・必要だと感じています。 ・日常生活を送る上で読み書きが必要な場面は少な
くないため、視覚障害者への代筆・代読は必要な支
援だと感じている。

②当事者からのニーズの
有無

・ありました。要望自体も毎年、地元の視覚障害者
当事者団体に確認をしており、その中でも聞いてい
る。

・視覚障害の当事者団体より要望あり。熱意のある
要望だったので、ニーズの高さを感じた。
・要望と共に、他市の動向や具体的な制度の在り方
等の情報提供があり、立案作業に役立てた。

③支援を行う予定

・実施に向けて検討を行っています。
・区として意思疎通支援の条例の制定を目指してお
り、その中で視覚障害者向けの情報保障として、地
元団体から要望があった「代筆・代読支援」を実現
させたいと考えています。

・令和２年度より実施予定で調整中。
・当事者からの要望に加えて、読書バリアフリー法
もきっかけの一つです。読書バリアフリー法による
支援として①代筆・代読、②日常生活用具であるプ
レクストークの要件緩和（６級まで）を柱にしてい
る。視覚障害者への情報保障をイメージして、市が
できる支援を具体化している。
・サービスの開始にあたっては、支援を実施する事
業所との調整を行いながら、具体化をしていきた
い。

①事業内容

・地域生活支援事業（意思疎通支援事業）の中で実
施することを検討しています。
・ただ、具体的な制度の内容はまだ決まってなく、
担当レベルで情報収集をしながら、どのような内容
が良いのかを考えています。

・地域生活支援事業として立案作業を進めていま
す。
・情報提供があった他自治体の実施内容をもとに、
以下のイメージで試算を行い、市内部では了解がと
れました。
①月２回、１回３０分～１時間程度の利用
②人数は人口で比較して、１５０名を想定
・このイメージを元に、制度の肉付け作業を行って
います。

②開始時期

・開始時期は検討中。
・いわゆる「Small Start（スモールスタート）」で
始めて、徐々にニーズを広めていくイメージがあり
ます。

・現時点では、７月スタートを想定している。議会
の承認後（４月以降）、支援者の準備（研修等）を
行う予定です。

③対象者

・利用者の範囲、どのくらいの規模で行うかは検討
中です。利用者を単身のみに限定することはない。
・ケースワーカーと相談して対象者を決める方向性
になるかもしれない。

・制度では、居宅介護・移動支援（同行援護）を優
先とし、これらの制度からこぼれ落ちた人を対象に
することにしている。あくまでも単発の制度として
動かし、他のサービスを使えるなら、他の方を利用
してもらうイメージです。
・開始にあたっては、まずは福祉制度の狭間にい
る、代筆・代読支援が受けられない人から利用をし
てもらい、進めていく中で問題点があれば調整をし
て、より良い制度にしていきたい。
・まだ、詰められていない部分もあるが、なるべく
個別ニーズは拾っていくようにしたい。

④事業所（支援者）

・どういった事業所、支援者が対応できるかを探っ
ているところです。
・いざ、スタートするにしても、事業者との調整も
大切なので、焦らず、時間をかけて制度の整理をし
ないといけない。

・市内の事業所に相談をしており、どのようにした
ら支援が開始できるかを調整している。
・支援の開始と共に、支援者の養成も検討してお
り、この事業所で開催することを相談している。

（１）意思疎通支援事業　全体の実施状況

（３）実施予定の「代筆・代読支援」の内容

（２）「代筆・代読支援」に対する認識、現状
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①制度の在り方（支援の
範囲）

・代筆について、行政書士等の職域との棲み分け等
の考え方の整理が必要と考えます。代筆は、法的な
部分もあるので、色々と整理するのが難しいと感じ
ている。

・代筆・代読については、基本的な技術はもちろ
ん、契約書等の専門性の高い書類にかかる知識や秘
密の保持等、障害者が安心して利用できる環境づく
りが必要だと感じている。そのため、支援者の研修
も盛り込むことが大切だと考えています。

②自治体内での交渉

・自治体内で新制度を開始するには、財務部門の了
解が必要で、利用者のニーズの実態に沿った精査が
求められると考えます。
・特に、次の２つが整理されて、初めて財務と予算
交渉ができると考えています。
　①事業規模の設定をどうするか（利用者の範囲、
時間数、単位等）
　②他事業との区分けをどうするか

・必要なのは、①必要な予算、②支援者の確保（研
修の在り方）、③実際の支援方法を整理しておくこ
とが重要です。
・今回、代筆・代筆の必要性（ニーズ）を説明する
ことは、当事者団体から教えてもらったことが分か
りやすく、財務もすぐに理解してくれました。ま
た、その必要性の背景となる問題点整理は、過去の
調査資料が役立ちました。
・そのため、私たちは実務面（①②③）の整理を中
心に行い、自治体内で一定の理解を得ることができ
ました。

③事業所（支援者）

・支援者の質の担保の仕方について、客観的かつ公
平な考え方を示すことが必要と考えます。
・支援者の要件を厳しくすることも大切だと思う
が、それを事業者にはお願いしづらい。今の人材難
を考えると、支援者を集めることを優先せざるを得
ない。

・代筆・代読の支援を始めていくと、ルール（事例
集、Ｑ＆Ａ）が必要になると感じている。これを作
らないと、この制度では支援者と事業所の負担が大
きくなってしまうだろう。この点は事業所と相談し
ながら具体化していきたい。
・支援を通じて知り得た情報の秘密保持（コンプラ
イアンス遵守）も重要です。

④視覚障害当事者

・事業を開始するためには、ニーズの実態把握が必
要と考えます。ただ、ニーズはケースバイケースで
あり、利用者によって違うものなので、把握は難し
い。
・こういった背景があるので、ニーズの事例は欲し
い資料の一つになっている。

・利用者のニーズは重要で、これがないと制度を開
始することはできない。ただ、ニーズを自治体から
調べるのには限界がある。やはり、当事者から挙げ
てもらった方が助かる。
・他の福祉サービスでもそうだが、当事者への周知
はなかなか難しく、こういった福祉サービスがある
ことが伝わりづらい。代筆・代読支援でも重要だと
考えている。

⑤国や制度

・地域生活支援事業の国庫は、可能な限り満額で頂
戴したいです。国も色々とあるだろうが、自治体は
予算がないと動けないのが現状です。

①他自治体の実例は参考
にするかどうか。

・既に、他自治体の実施例を参考に検討を行ってい
ます。
・自治体が制度設計をするためには「実施方法」を
まとめた資料がほしい。具体的な内容として「運用
方法」「契約方法」「単位の在り方」は知りたい。
また、「住民からのニーズ」をまとめた資料もほし
い。

・実施方法、予算、実績、要綱、トラブル事例等を
参考にしました。
・実際にこれらの情報を転用して、制度面の整理を
行いました。自治体内部で通すためのには利用者数
と予算が知りたかった。

②本年度調査において整
理している実例は参考に
なるか。

・非常に参考になります。こういったものは是非、
この調査で資料化をしてほしい。
・予算をとるためには、自治体の財務と交渉しない
といけないが、財務部門は「代筆・代読支援」と聞
いただけでは、何も理解してくれない。また、色々
と説明しても分かってくれない。そのため、明確な
資料や説明が求められてしまう。
・特に、ニーズの部分として、代筆・代読支援のリ
アルな使い道を知りたい。例えば、どんなふうに利
用され、どのような効果があるか等を知りたい。

・大変参考になると思います。他の自治体もほしい
と思う。

（５）先駆的自治体の実施内容

（４）開始に向けての課題
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３．代筆・代読の支援が行える「他の福祉サービス」について 

 

関東　Ｌ区 東海　Ｍ市

①受給者証の発行数（年
間）

１００人 ８９８人

②利用者数
　（年間実人数）

９４人

　（年間のべ人数）
９５７人 ７,１９５人

※参考　視覚障害者の中での利
用率

17.9% 17.5%

③予算規模
６２,３３０,８３２円 ６５２,９４３,０００円

④該当要件

・視覚障害により移動に著しい困難を有する障害者
等であり、次に該当する者【同行援護アセスメント
調査項目のうち、「視力障害」、「視野障害」及び
「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動
障害」の点数が1点以上の者】。

・同行援護アセスメント票調査の結果、「１．視力
障害」、「２．視野障害」、「３.夜盲」のいずれか
が１点以上であり、かつ、「４．移動障害」の点数
が１点以上の者で、外出時において、代読・代筆支
援が必要と認められる者。

⑤意思疎通支援事業「代
筆・代読支援」との住み
分け

・利用者の求めに対し、ヘルパーのできる範囲内に
おいて支援をしているものと考えます。

・同行援護の場合、外出先において、視覚情報の提
供の一環として代筆や代読を行う。なお、代筆につ
いては、ヘルパーによる代筆が可能なものに限られ
る。

①受給者証の発行数（年
間）

５３７人 ７,６１８人

②利用者数
　（年間実人数）

５２７人

　（年間のべ人数）
５,２４１人 ８９,６６１人

③予算規模
３５３,５３４,６４０円 １２,１１８,６２３,０００円

④該当要件

・障害支援区分が1以上（障害児にあってはこれに
相当する支援の度合い）である者。

・障害支援区分１以上の者で、家族等の介護者か
ら、支援を受けることができず、その支援の必要性
が認められる者。

⑤意思疎通支援事業「代
筆・代読支援」との住み
分け

・利用者の求めに対し、ヘルパーのできる範囲内に
おいて支援をしているものと考えます。

・居宅介護の場合、利用者が代筆や代読を希望する
者については、ヘルパーに依頼し、家事援助として
支援を行っている。

①他のサービスでの実施
状況

・実施していません。 ・申請窓口において、申し出があれば、必要な範囲
にて職員による対応を行っている。

②様々なサービスで代
筆・代読の支援ができる
ことに対する意見

・サービスの重複が発生しないよう、支給量等の調
整が必要と考えます。
・代筆・代読に関しては、同行援護との線引き（切
り分け）が難しい。何らかの線引きは必要だと思
う。
・もしかしたら、同行援護だけで視覚障害者の代
筆・代読のニーズがまかなわれているようにも思え
てしまう。こういったことがあるから、代筆・代読
支援が各地で進まないのではないか。

・代筆・代読の支援は、様々な場面において必要で
あり、そのニーズは多岐に渡るため、複数のサービ
スにより実施する必要はあると考える。

（１）同行援護

（２）居宅介護

（３）その他
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１－３ ヒアリング調査の結果（②事業所） 

 

１．調査対象の基礎データ 

 

東海　Ｍ市

対象者の種類 視覚障害者情報提供施設

①事業内容

・障害福祉サービス、視覚障害者情報提供施設として、地域の視覚障害者の支援をグループの施設と共に
多角的に行っています。
・代筆・代読については、対面朗読（対面読書サービス）で実施しています。

②支援者数
・対面朗読の支援員は点訳・音訳のボランティアが中心で、登録は２８０人。

③地域の規模や特色

・公共交通機関は発達しており、移動しやすい地域だと思います。
・同行援護の制度も発達しているので、同行援護を利用して移動する者は多いです。

①利用者との関係

・障害福祉サービスや視覚障害情報提供施設を行っているので、常日頃より利用者より声を聞き、その声
を自分たちのサービスに反映させています。

②自治体との関係

・定期的な要望は諸団体を通して行っています。
・個別の要望等については直接当局に出向き、説明と要望を行うこともあります。
・自治体との関係はかなりよく、頻繁に連絡を取って連携を図っています。

（１）事業所について

（２）利用者と自治体との関係
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２．意思疎通支援事業「代筆・代読支援」について 

 

東海　Ｍ市

対象者の種類 視覚障害者情報提供施設

①実施状況
・対面読書サービスを実施している。利用者からの依頼があれば、ボランティアをコーディネートして対
応している。

②支援内容

・対面読書サービスは、月に４～５回の依頼がある。以前よりは減っている。おそらく公共図書館でも同
様のサービスを行っているからではないか。
・利用者が当該施設に依頼し、施設のコーディネータが日程調整を行い、決められた日にサービスを施設
内で実施している。コーディネータが利用者の要望を聞いて、適切な人を選んだり、時にはできないこと
を断ったりしている。コーディネータの仕事は実は重要です。
・利用者からの依頼内容いろいろとあり、可能な限り対応することを心がけています。依頼内容では、履
歴書の記入があったり、年賀状が誰から来たかを読んだり、折り紙の本を読みながら実際に折り紙を一緒
に折ったり等がありました。

③支援員

・支援員の中心は点訳・音訳のボランティア。登録は２８０人。
・支援員の要件はなく、現在は研修を受講していない方も対応している。
・どの福祉サービスも同じだが、あまり条件を厳しくすると人が集まらない。条件を厳しくしてサービス
の質をとるか、支援員の確保をとるかの判断が難しい。

①必要性の認識

・必要だと感じています。
・対面読書サービスについては、当施設を含め、基本的にボランティアベースで行っている。そのため、
機密事項・契約書など重要書類等、ボランティアが対応できない部分がある。また、利用者にとってもボ
ランティアへは依頼しづらい感もある。
・利用者にとっては、対面読書サービスを行っている図書館等へ出かけなければならない課題もある。
・こういった対面読書サービスからの視点だけでも、代筆・代読支援のような専門の制度ができることは
必要だと思います。

②当事者からのニーズの
有無

・これまでもありました。
・ボランティアベースでは対応できない部分、契約書等の重要書類の記入等、当施設の対面読書サービス
で対応できない部分について、他サービスでの支援を期待しているようです。

③支援を行う予定

・自治体から、開始をする際に協力を頂けないかとの相談はあり、前向きに検討しています。
・利用者のニーズを考え、自治体の事業として責任をもってサービスを実施すべきで、施設としても責任
をもって支援を行いたい。

（１）視覚障害者への代筆・代読の支援

（２）「代筆・代読支援」に対する認識、現状
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①自治体の制度面

・安定して事業が継続できる予算（支援者への報酬、コーディネーター人件費等）の担保と枠組みづくり
が必要です。

　（支援者への報酬）

・今の代筆・代読支援は、短時間の仕事や他のサービスに繋がらない単発の仕事が多い。もしかしたら、
同行援護よりも厳しい仕事で、支援者の報酬をしっかり確保しないと成り手がいなくなってしまう。その
ため、報酬を確保することが大切です。

　（コーディネーター）

・対面読書サービスでもそうだったが、利用者と支援者を上手く繋ぎ、安心・安全、効率的なサービスを
実施するために、コーディネーターの存在は必須です。特に支援内容によって振り分けをする仕事は重要
になりそう。

②支援方法

・適切なサービス提供のため、従事するヘルパーへの研修が必要だと思っています。

　（研修のイメージ）

・市から予算を頂けると聞いており、年２回の研修を考えている。２日間コース（１３時間）で、他の自
治体の研修方法を参考にしようと思っている。
・市では養成の細かい内容はまだ考えていなく、市の担当者と相談しながら、具体的な内容を考えていき
たい。
・代筆・代読の研修は、同行援護の養成とオーバーラップしている部分もある（視覚の特性等）。その点
は生かした研修にし、実習の時間は作りたい。

③利用者

・利用する当事者への周知が大切だと思います。特に、既存サービス（同行援護、居宅介護）を補完する
サービスであることを理解してもらいたい。

　（当事者への周知）

・いざ、開始の情報を出しても、その情報を掴める人は少数だ。そのため、地域の関係団体（当事者団
体、訓練機関）と連携して、周知活動をしたいと考えている。スタートダッシュが大切だ。
・医療機関の人は障害福祉サービスのことを知らないし、興味を示してくれない。情報が行き届かない当
事者ほど医療機関側にいることが多いので、医療機関の人に知ってもらうことも大切だ。

④支援者

・サービスが滞らないようにするため、一定数のヘルパーを確保すること。
・円滑なサービス継続のため、定期的な研修が必要。

　（支援者のイメージ）

・一番活躍してくれそうなのは同行援護と居宅介護のヘルパーだと思っている。
・対面読書サービス等のボランティアがどこまで対応できるかは今は分からない。

⑤予算面

・支援者への報酬、研修のための費用に加え、事務局（コーディネーター）の人件費も必要です。
・支援者の交通費は隠れた経費なので、交通費も出せるようにしないといけない。

（３）「代筆・代読支援」の開始に必要な条件
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①他自治体の実例は参考
にするかどうか。

・研修等の資料は参考にしている。ただ、情報が少なく、実施方法まで示した資料はあまりない。

②本年度調査において整
理している実例は参考に
なるか。

・事業所として必要と思うことがコンパクトにまとめられている資料が欲しいです。

③実例：利用者と事業所
で支援内容の合意を図る
こと

・支援者と本人を守るためには、こういった確認が必要だと思う。その合意点を資料にまとめていること
は大変良いと思う。

④実例：事業所の実情に
応じて時間数を増やす

・これも大変良いアイディア。今はヘルパー不足で、いかにして確保するかどうかがポイント。その上、
ヘルパーのことを守ることも大切。

（４）先駆的自治体の実施内容
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３．代筆・代読の支援が行える「他の福祉サービス」について 

 

東海　Ｍ市

対象者の種類 視覚障害者情報提供施設

①利用者数
・利用者数：５８人（延べ人数：３７４人）

②支援者数
・６５人

③同行援護で実施する代
筆・代読支援の内容

・お願いされれば、柔軟に対応しています。
・借用書・小切手はしないように従業員に伝えています。
・病院での同意書や入院書類等で、後日の提出でも良いものについては、ご家族に記入して頂いていま
す。同居家族がいない方は外出先で代筆しています。

④同行援護で行う代筆・
代読支援の良い点・悪い
点

・良い点：代筆・代読が同行援護の仕事として認められているところ。
・悪い点：外出中（外出先）でしか認めらていないこと。利用者によっては、外出前に自宅のポストから
郵便物をガサっと取り出し、外出先で読んでもらっている。施設としてはこういったグレーなことはなく
したいので、代筆・代読支援の開始には期待している。

①利用者数 ・利用者数：２６人（延べ人数：２４８人）

②支援者数 ・２０人

③居宅介護で実施する代
筆・代読支援の内容

・簡単な代読と代筆であれば対応できます。
・高額な金額のやりとりや契約書類、命に係わる書類は対応できません。
・居宅での支援時間は短いので、あまり代筆・代読の支援を求めている人は少ない。ただ、当事者に聞く
と、代筆・代読の支援のために居宅介護を利用する人もいる。ニーズは複雑です。

④居宅介護で行う代筆・
代読支援の良い点・悪い
点

・良い点：居宅内で代筆・代読の対応ができる。
・悪い点：居宅での代筆・代読の支援は難しいと感じる部分もある。例えば、利用者より「掃除をしても
らい、物が元の位置に戻ってなく困った。」という相談があった。つまり、視覚障害者の特性を勉強して
いないのだろう。
・悪い点：居宅介護のできるヘルパーの中には同行援護の資格がない人もいます。一方で、視覚障害者に
特化した勉強をしていないと代筆・代読はできないと思ってる人もいます。視覚障害の支援であれば、同
行援護の資格はほしいが、人集めのことを考えると、そこまでハードルを上げるかどうか、悩ましい問題
です。

①様々なサービスで代
筆・代読の支援ができる
ことに対する意見

・代筆・代読できる機会が増えること、利用者にとって対応してほしい選択の幅が増えるのであれば、良
いことだと思います。

（１）同行援護

（２）居宅介護

（３）その他
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１－４ ヒアリング調査の結果（③当事者） 

 

関東　Ｌ区 東海　Ｍ市

対象者の種類 当事者団体役員 当事者団体役員

①住民数
３３２，９５７人 ２，３１７，６４６人

②手帳数
８０６４人 ７８，６７７人

③視覚障害者数
５５８人 ５，１２９人

※参考　住民に占める障害
者の割合

2.4% 3.4%

※参考　住民に占める視覚
障害者の割合

0.2% 0.2%

①自治体との関係

・区の担当者とは、頻繁に話をしていて、
コミュニケーションは取れていると思って
いる。

・自治体担当者との接点は多く、相談や意
見交換を頻繁に行っている。市長や市議会
議長と会うこともある。
・自治体からも相談があり、対応できるこ
とは対応している。こういった日々のやり
とりで、自治体との信頼が生まれ、こちら
からの要望に応えてくれるのかもしれな
い。

②要望の出し方

・ほぼ毎年、団体で要望をまとめ、区へ陳
情をしています。

・必要に応じて要望を出している。
・最近だと、市の広報が音声版はあるが、
点字版はなかったので、丁寧に必要性を説
明したら、点字版を発行してくれることに
なった。

（１）対象自治体について ※自治体調査より抜粋

（２）自治体との関係
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①これまでの経過

・平成３０年に実施した代筆・代読の調査
（視覚障害者への代筆・代読支援に関する
調査研究）の報告書を読んで、自分たちに
も必要だと痛感し、区に対して改めて要望
することにしました。

・平成３０年に実施した代筆・代読の調査
（視覚障害者への代筆・代読支援に関する
調査研究）の結果を見て、自分たちの地元
でも、代筆・代読支援が必要だと感じるよ
うになった。
・本気で代筆・代読支援を実現させたいと
思ったので、調査事務局に連絡をし、担当
者より実施例の情報や、開始をするための
課題やポイントを教えてもらった。
・そして、その情報を携えて自治体に相談
した。担当者とは、会うたびに何度も何度
もお願いをしていてので、もしかしたら嫌
がっていたかもしれない。

②具体的な行動

・令和元年度の前半に区役所に出向いて要
望をしました。
・その後、自治体担当者が検討を進めてく
れ、実現に向かっていることを聞いて、
ホッとしている。

・代筆・代読支援に関する重要な情報や事
例は、可能な限り自治体担当者に情報提供
をしていた。自治体の担当者としては、提
供した生な情報は参考になるといった反応
があった。
・ただ、交渉の過程では、一度、担当者か
ら「実現は難しい」と言われたこともあっ
た。理由は、財政担当者から「代筆・代読
とはどんなものか。それは必要なのか」と
いった疑義があり、動きが止まったそう
だ。この財政からのストップに対しては、
自治体担当者と相談し、必要性（ニーズ）
を改めて説明したこと、今年成立した「読
書バリアフリー法」を根拠に障害者への情
報保障の必要性を訴えたことにより、財務
担当者からも認められた経過があった。
・こういった経過があり、結果的に自治体
が必要性を理解してくれ、代筆・代読支援
が実現する方向になった。こちらから情報
提供をしたことも大きいかもしれないが、
自分たちの熱意とその熱意を受けて、自治
体の担当者が尽力してくれたことが大きい
と思っている。

（３）「代筆・代読支援」に関する要請活動

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 68 －



 
 

①支援方法

・主に一人暮らしの視覚障害者に対して、
家の中で行ってほしい代筆・代読の支援が
中心だと考えています。
・週に１回、月で５時間ぐらいの支援がほ
しい。

・肌感覚だと、週に１回で１～２時間程度
があると助かる。
・居宅介護の中でも代筆・代読の支援をお
願いしているが、片手間でのお願いにな
り、集中した代筆・代読の支援が受けられ
ない。そのため、この代筆・代読支援で
は、読むこと、書くことに特化した支援を
お願いしたいと思っている。

②具体的な内容

・家電の説明書やカタログ、通帳、ＣＤの
曲目、チラシの区別等を代筆・代読してほ
しいと思っている。

・主に家の中での支援で、日常生活の範囲
の内容を代筆・代読してほしいと思ってい
る。

③対象者

・区で必要としそうな人（独居等で支援が
必要な人）は５～６名程度と考えている。
・ただ、協会に入っている視覚障害者の範
囲でのイメージなので、協会に入ってない
人に開始した情報が伝わるかどうかは心配
です。

・自治体担当者から聞いた話では、障害程
度の縛りはないものの、同行援護や居宅介
護を使っているとこの制度を利用できない
縛りがあり、これは課題になりそうだと感
じている。利用したい人が利用できない可
能性もあるかもしれない。
・そのため、実際に制度を始めて、その
「運用方法」が重要だと思っている。制度
を動かしてみて、見えてきた問題点は、自
治体と相談しながら改善していくようなイ
メージをもっている。
・一方で、同行援護や居宅介護が利用でき
ないロービジョンの者は対象になる。これ
らの者が支援を受けられるようになること
は、良いことだと思っている。

④支援者

・代筆については不安材料が多い。誰が仕
事をしてくれるのか、どうやって養成する
かは心配です。

・制度は、当事者へのサービス提供に係る
費用を支援する他に、支援者養成の講習会
にも予算を出してくれると聞いた。やっぱ
り質も伴ったサービスであって欲しいの
で、これは嬉しい。

⑤その他

・役所が焦って制度が見切り発車にならな
いようにしてほしい。

・制度が始まっても、実際に利用する人が
いないといけないので、制度の周知も大切
だと思っている。これは、自治体にも協力
し、私たちのような当事者団体や支援機関
等が積極的に周知する必要があると考えて
いる。

（４）「代筆・代読支援」に対する要望や課題等
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第５章 調査③ 

    調査①、調査②に対する追加調査 
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１ 調査概要 

 

１．調査目的 

 調査①、調査②を実施した結果、以下の論点をさらに整理する

必要があるため、追加調査として調査③を実施する。 

 

 論点① 効果的な「事業の実施方法」の在り方 

  Ａ 具体的な事業の実施方法の整理 

  Ｂ 具体的な視覚障害者のニーズの整理 

 

２．調査対象 

 調査①と調査②においてヒアリング調査を実施した以下の者

を対象とした。また、視覚障害の度合いによる違いも整理するた

め、視覚障害当事者団体の関係者にもヒアリング調査を実施した。 

    
自治体 事業所 当事者 

調査１ 実施自治体 関東 Ｂ市 ● ● ● 

調査２ 未実施自治体 関東 Ｌ区 ● 
  

  
東海 Ｍ市 

 
● ● 

追加 当事者団体 全盲 
  

●   
ロービジョン 

  
● 

 

３．調査方法 

 以下の内容で調査を実施し、発言内容等を調査結果としてまと

めた。 

（１）代筆・代読支援の実演 

 論点①－Ｂを整理するため、代筆・代読支援を利用している関

東Ｂ市の利用者が、代筆・代読支援の実演を行った。 

（２）意見交換の実施 

 論点①－Ａを整理するため、調査対象者との意見交換を行った。 

 

４．調査実施日 

 期日：令和２年２月２８日（金）１３：３０～１５：３０ 

 場所：ＴＫＰ市ヶ谷カンファレンスセンター ホール６Ｃ 

 

   

－ 73 －



 
 

２ 代筆・代読支援の実演 

 

１．調査の背景 

 調査を実施する中で、自治体からは「実際の代筆・代読支援が

どのように利用されているのか」「どのようなメリットがあるの

か」といった意見が寄せられた。これは、本年度調査の論点でも

ある「視覚障害者のニーズ」の未整理部分であり、調査結果とし

て整理する必要がある。 

 そのため、実際の代筆・代読支援の利用内容を整理することを

目的に、関東Ｂ市で実際に代筆・代読支援を利用している視覚障

害当事者（男性・７０代）に、代筆・代読支援の実演を行ってい

ただいた。実演では、頻繁に利用している「郵便で届いたチラシ

を読む」、「自治体の申込書を読みながら記入する」の二つが紹介

された。そして、実演内容等を整理し、「①具体的な利用内容」、

「②利用者の意見」に分け、調査結果とした。 

 なお、実演内容については、一部の内容を編集し、代筆・代読

支援の利用内容を示す資料として、巻末に掲載した。 

 

 

 

●代筆・代読支援の実演内容は、１３１ページに資料②として掲

載しました。 
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２．具体的な利用内容 

（１）支援を依頼している内容 

・  役所から送られてきた手紙は重要なものが多いので、読んでも

らい、記入が必要な部分は代筆を依頼している。 

・  クレジットカードの支払い明細を読んでもらい、引き落とし金

額、引き落とし日等を確認している。 

・  買い物をした後、レシートの読み上げや買ったものの仕分けを

依頼することもある。 

・  妻は生協を利用していて、注文シートの記入の代筆・代読を依

頼している。これは大変助かっている。 

 

（２）支援内容の詳細 

・  支援者は、まるで会話をするような、自然な形で代筆・代読の

支援を行ってくれる。人によっては代筆・代読支援を朗読のよ

うな固いイメージを持っていると思う。ただ、実際は、支援者

と上手くコミュニケーションをとりながら支援を受けること

が多い。 

・  もう一度聞きたいところはお願いすれば読んでくれたり、注意

が必要なところはゆっくりと読んでくれる。自分のペースで読

んでくれることが助かっている。 

・  代筆は重要なことなので、記入内容を丁寧に確認しながら記入

してくれる。名前の漢字も一文字ずつ読んでくれ、こちらが確

認した後に記入してくれる。 

・  支援者によっては、読み間違うことや読めない漢字もある。た

だ、その部分が分からなくても、必要な情報はだいたい分かる

ので、読み上げの精度はそこまで気にしていない。 

・  昔は、同行援護を利用している際に外で読んでもらったことも

あった。ただ、代筆・代読支援のように、家の中で落ち着いて

読んでもらったり、書いてもらったりする方が安心できる。 

 

３．利用者の意見 

（１）支援を受けるための工夫 

・  代筆・代読の支援を受けていると、実は自分たちでも支援を受

けるために工夫することが大切なことに気付く。是非、これは

他の方にも真似してほしいので、私の一例を紹介します。 

・  支援に来てもらう日は、事前に依頼をするチラシや申請書等を

自分で整理しておき、順番に渡せるようにしている。これだと、

効率的に時間が使えます。 

・  市役所や社協から来る封筒には、手で触って分かるマークがつ
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いていることがあり、これがあると事前に「どこから来たか」

が分かるので、効率的に支援者に依頼することができます。他

の郵便物にも、こういったマークを付けてほしい。 

・  生協に注文をする際は、事前に音声版のカタログで商品の目星

を付けている。そして、支援を依頼している時は、目星の商品

を詳しく読んでもらい、購入すると決めたら、注文票に書いて

もらっている。 

・  後で提出が必要な申請書等は、封筒に点字を打ったり、目印を

付けたりして、自分だけで判別できるようにしている。 

 

（２）支援に対する評価 

・  大変助かっていて、今の生活には無くてはならない存在となっ

ている。全盲の夫婦二人で暮らしているので、日常生活は「読

めない、書けない」の連続です。そのため、いろいろなことを

読んだり、書いたりしてくれて、ほんとうに助かっています。 

・  代筆・代読支援を利用していて思うことは、信頼できる支援者

がいるからこそ、このサービスがあるのだと思っている。その

ため、支援者には大変感謝しています。 

・  是非、全国の仲間たちにも、こういった支援が受けられるよう

になってほしいと思う。 

・  いわゆる経済活動については、代筆・代読支援では認められて

いないので、これは認めてほしい。仕事に関することは、生活

に直結するので、是非、検討してほしい。 
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３ 意見交換の実施 

 

 代筆・代読支援の実演を行った後に、参加者による意見交換が

行われた。当日は、司会が論点を整理しながら調査対象者に意見

を求め、調査対象者からの意見は、項目ごとに整理し、調査結果

とした。なお、掲載した各意見には、その発言者の立場（自治体・

事業所・当事者）を記載した。 

 

１．代筆・代読支援はなぜ必要か 

（１）利用者が感じている必要性 

・  （当事者）自治体からの通知等は、例えば障害年金のように、

障害者の生活を支える重要な内容が多い。また、申請の期限が

決められているものもあるので、その通知が届いたらタイムリ

ーな対応が求められる。そのため、安心して日常生活を送るた

めにも、こういった恒久的な支援制度が必要なんだと思う。 

・  （当事者）日常生活を送っていると、いろいろな郵便やチラシ

がポストに入ってくる。それこそ、近所のスーパーの特売のチ

ラシが入ってくるかもしれない。ただ、視覚障害者にはそのチ

ラシを確認することができず、チラシに書かれた特売を逃して

しまうことがある。些細なことかもしれないが、健常者と同じ

ような日常生活を送るためにも、代筆・代読支援があるのだと

思っている。 

・  （当事者）盲学校に通っていたころ、全盲の先輩から「読むこ

と、書くこと、歩くことができなければ、一人前になれないよ」

と言われたことがあった。今思うと、的を得た表現で、こうい

ったことができなければ、一人では生きていけない。そのため、

視覚障害者が満足に日常生活を送るためにも、代筆・代読支援

のような支援が必要なんだと思う。 

・  （当事者）今現在、先駆的に意思疎通支援事業で代筆・代読支

援を実施している所でも、実際の利用者は少ないと言わざるを

得ない。ただ、実際の利用者の声を聞くと「この制度がないと

生活ができない」と言っている。こういった声は、必ず各地域

にあるはずだ。視覚障害者の代筆・代読支援に対するニーズは

「数」ではなく「深さ」で捉えることが大切だ。 

・  （当事者）ＩＣＴ技術が発達したことで、iPhone やパソコン

を利用すれば、色々なものを読み上げることができたり、入力

という形で書けるようになった。ただ、対面で読み書きの支援

をしてもらうことと、ＩＣＴ技術で対応することは、全く別の
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ことだと思う。やはり、人による支援は「できること」の幅が

広く、柔軟さもある。こういった良さが代筆・代読の必要性に

なるのではないか。 

 

（２）視覚障害当事者団体としての必要性 

・  （当事者）視覚障害当事者団体にいると、会員から代筆・代読

支援を求める声は大きく、どのようにして各地で制度を実現さ

せるかが課題となっている。特に全盲の夫婦や独居の者からの

要望は強い。 

 

（３）ロービジョン（弱視）の必要性 

・  （当事者）ロービジョンの者は、まず、人によって見え方に差

があるため、読み書きの困難さも人によって大きく異なってい

る。それこそ、拡大読書器を使えば見える者もいるが、文字は

見えても文章として理解することが苦手な者もいます。ただ、

共通することは、今まで読めたこと・書けたことが、突然でき

なくなってしまうのが「もどかしい」ことです。この「もどか

しさ」に苦しんでいるロービジョンの者は結構いるので、代

筆・代読の支援があることは大変助かります。 

 

（４）家族と代筆・代読の支援 

・  （当事者）家族に代筆・代読をお願いすることはあるが、内容

によっては、お願いしづらい内容も多い。それこそ、クレジッ

トカードの明細は、内容を読まれたら自分の行動追跡をされて

しまうような不安があるので、お願いしづらい。やっぱり家族

でもプライベートは知られたくない。こういったものこそ、家

族ではなく、赤の他人に読んでもらった方が気が楽だ。 

・  （当事者）契約行為や申込書の記入は、その契約先の会社の担

当者から「家族に書いてもらって下さい」と言われたことがあ

る。ただ、内容によっては、プライベートなことなので、家族

にはお願いできないこともある。 

・  （当事者）家族といえども、機嫌が良い時もあれば悪い時もあ

る。機嫌が悪い時に読むことをお願いするのは、非常に心苦し

い。 

 

２．公的な福祉サービスとしての代筆・代読支援 

（１）サービスをスタートさせる 

・  （自治体）代筆・代読支援のように、他の自治体が実施してい

ないサービスだと、いきなり大きなスタートは切りにくい。最
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初は小さく始めて、徐々に地域の中で利用者を増やし、サービ

スを大きくしていく方法が良いかもしれない。 

 

（２）既存サービスとの差別化 

・  （当事者）自治体は、他の既存のサービスを優先することがあ

る。ただ、代筆・代読に特化したサービスは、他のサービスと

は明らかに分けるべきだと思っている。そのため、他の既存の

サービスを優先する等の縛りがあった場合は、実際に運用して

いく中で問題点を見つけ、上手く解決していくことが必要だ。 

・  （自治体）自治体によっては、同行援護や居宅介護を利用して

いても代筆・代読支援が利用ができるところもある。代筆・代

読支援は地域生活支援事業なので、自治体の判断によって利用

できるかどうかが決まる。縛りを作るかどうかは自治体次第で

す。 

・  （自治体）サービスの利用に関する縛りを作ると、内容によっ

ては支援者側にも縛りを作ってしまう恐れがある。そのため、

上手く支援者が集まらない可能性もある。 

・  （自治体）同行援護であれば、外出後に居宅で代筆・代読支援

を行うようなシームレスな支援ができるかもしれない。利用者

側にも、支援者側にもメリットがあるように感じる。 

 

（３）「できること/できないこと」の線引き 

・  （自治体）自治体によって考え方が違うが、他のサービスを含

めて、「できること/できないこと」の規程を自治体で作ること

は少ないかもしれない。公的な福祉サービスとして根本的にで

きないことは不可だが、自治体側でこういった線引きを作ると

柔軟な支援が行えないイメージがある。支援者確保が重要なテ

ーマとなっている現在、制度の柔軟さも必要になっている。 

・  （自治体）制度は自治体が作るものと考えられがちだが、代

筆・代読支援を見ていると、自治体・支援者・当事者が協力し

ながら制度を維持発展している部分がある。そのため、自治体

が一方的にルールを作るよりも、事業所と利用者が上手く相談

しながら「できること/できないこと」を整理した方が効率的

だと思っている。 

・  （事業所）利用者と契約を結ぶ際、事業所が「できること/で

きないこと」を説明した上で、契約を結んでいます。このこと

により、両者の中で「どこまでの支援ができるか」の理解が生

まれ、円滑な支援を提供することができます。 
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３．代筆・代読支援の実施方法 

（１）支援の申込と対応 

・  （事業所）週１回の定期利用の方もいれば、ある特定の時期だ

け単発的に依頼する方もいる。ただ、単発的な利用は、支援者

の予定が入れにくいので、依頼を受けられない時もある。支援

者の成り手不足も背景にあるため、定期的な利用以外は受け入

れにくい側面がある。 

 

（２）時間数が超過してしまった時の対応 

・  （自治体）福祉サービスなので時間数は予め決められているが、

年間で予備時間というものがあり、超えてしまった場合はその

予備時間で対応してもらうことになる。また、ケースワーカー

に相談し、時間の再設定をして時間を増やすこともある。 

 

（３）調整役の重要性 

・  （事業所）利用者からは様々なニーズがあり、依頼するタイミ

ングや状況も大きく異なる。そのため、事業所の中で、こうい

った多様な依頼を調整し、支援者を的確に派遣する調整役の仕

事が非常に重要になっている。 

・  （事業所）同行援護の仕事をしていると、サービス提供管理責

任者は、利用者の好みや支援者の性格まで見て、仕事の割り振

りを行っている。代筆・代読支援の現場でも、こういった調整

役が必要だと思っている。 

・  （事業所）事業所では、利用者と支援者の特徴等を踏まえて、

利用者と支援者のマッチングを行っている。結果的に、ある利

用者に対して特定の支援者を固定化する傾向を生んでいるが、

実際の支援は効率的になる。 

 

４．代筆・代読支援を普及させるための課題・要望 

（１）制度の周知・理解 

・  （当事者）ロービジョンの者の中では、急に見えなくなってし

まう者もいる。こういった者ほど、代筆・代読の支援が必要な

のに、こういったサービスの情報が本人に届かない。いかにし

て、ロービジョンの者に情報を届けるかが課題だと思う。 

・  （当事者）家族がいると公的な代筆・代読の支援を求めない傾

向も少なからずある。ただ。家族がいても、公的な代筆・代読

の支援は必要で、下手したら家族がいたら受けられないと思っ

ている者もいるかもしれない。支援を必要としている視覚障害

者が、この支援の重要性を認識することも課題ではないか。 
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（２）制度の改善 

・  （当事者）こういったサービスは、利用を開始するのに自治体

に対して色々な書類を書いたりするので、とにかく手間が多い。

なるべく簡単に制度が利用できるようにしてほしい。 

・  （当事者）日常生活を送っていると、突然、代筆・代読の支援

が必要となるケースが多い。そのため、支援の即時性も考えな

いといけない。福祉サービスの中でも、こういった即時性に対

応できる仕組みがほしい。 

 

（３）支援者の確保 

・  （当事者）まず、同行援護は支援者の数が足りていないと感じ

ていて、依頼をしたくても同行援護を頼めない時がある。その

ため、同行援護の支援者と代筆・代読支援の支援者が一体化で

きれば、そういった人数的な問題を解決できるのではないか。 

・  （自治体）どの福祉サービスにおいても、支援者の確保が大き

な課題になっている。新しくサービスを始める上で、この支援

者確保の問題が大きな障壁になっている可能性がある。 

 

（４）事業所の姿勢 

・  （事業所）福祉サービスを実施する事業所では、利用者の高齢

化に伴い、介護保険のケアマネージャーの存在が全般的に重要

になっている。代筆・代読支援の仕事をしている事業所でも、

これらの者が実際に活躍している。ただ、一般的なケアマネー

ジャーは高齢者のことしか知らず、障害者のニーズを理解して

いない側面がある。そのため、ケアマネージャーの障害者理解

や障害福祉制度の理解を広めることも課題だと思う。 

 

（５）自治体の姿勢 

・  （当事者）先駆的に代筆・代読支援を行っている自治体は、色々

と工夫をしていて、頑張っている印象をもった。ただ、他の自

治体がそこまでの工夫や努力をしてくれるとは、残念ながら思

えない。自治体は、新しいサービスにはとにかく消極的なこと

が多い。こういった姿勢は改めてほしい。 

 

（６）支援内容の線引き 

・  （当事者）現在の代筆・代読支援は、経済活動やお金に関する

ことは対応ができない。ただ、日常生活を送る上で、これらの

支援はやっぱり必要だ。 
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・  （当事者）契約等の行為は代筆・代読支援では難しいが、その

契約を結ぶ側でも、結局は何もできないことが多い。こういっ

た「どうにもできないこと」にこそ、代筆・代読の支援を行っ

てほしい。 

・  （自治体）契約行為は、それこそ行政書士だったり、場合によ

っては弁護士が対応せざるを得ないと思っている。ただ、この

線引きがなかなか分かりにくい。支援内容の整理は必要だと思

っている。 

 

（７）視覚障害当事者の要請活動 

・  （当事者）その地域の視覚障害者が、代筆・代読の支援につい

て問題意識を持つことが非常に重要だと思う。そして、自治体

を説得させるための根拠や知識をもって交渉することも重要

だ。我々、視覚障害者自身が行政を説得するための「力」をつ

けないといけない。 

・  （当事者）実際に利用している者の声を聞くと「この制度がな

いと生活ができない」と言っている。こういった声は、必ず各

地域にあるはずだ。未実施の地域の視覚障害者は、こういった

声を地域で拾い上げ、自分たちから自治体に要望する必要があ

る。 

・  （当事者）地域の視覚障害者が、それぞれで声を挙げることは

なかなか難しい。そのため、地域の団体を中心に結束して声を

挙げることが重要だ。そうなると、視覚障害者の当事者団体を

全国的に束ねている中央団体の旗振りも大切だ。全国の視覚障

害者が一丸となって「代筆・代読支援は必要なんだ」と声を挙

げていかないといけない。 
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１ 調査① 実施自治体 書面調査 

 

１．調査結果について 

 書面調査は、意思疎通支援事業「代筆・代読支援」の実態を調

査するため、代筆・代読支援の実施状況や関連サービス等につい

て調査を行った。特に、代筆・代読支援に関する平均像や課題を

整理することを目的とした。 

 その結果、依頼をした１４自治体中１１自治体から回答があっ

た。以下では、書面調査から見えた結果概要を整理して掲載する。 

 

【実施自治体 書面調査の結果概要】 

１．調査対象の基礎データ 

（１）人口関連 

①視覚障害

者の割合 

・どの自治体も平均的な割合を示していた。 

（２）福祉サービスの周知方法 

①視覚障害

者向けの

周知の現

状 

・発行物、ホームページとも、ある程度は視覚障害

者のニーズに沿った媒体が用意されていた。 

・小規模な自治体では、視覚障害者向けの周知方法

が用意できず、マンパワーで対応している傾向が

確認できた。 

②課題 ・情報を必要とする視覚障害者側から情報を求めな

い限り、情報が入手しづらい状況になっている。 

・自治体で新たなサービスが始まった際、既に身体

障害者手帳を取得している者は、自動的にそのサ

ービスの情報を受け取ることが難しい。 

（３）当事者や事業所のニーズの把握 

①現状と 

課題 

・自治体の規模により確認方法の差異があるもの

の、障害当事者に対してニーズの確認を行ってい

ることが分かった。主に障害者計画で定められた

アンケート調査等。 

・アンケート調査等が中心のため、全てのニーズを

吸収しているとは言い切れない。障害当事者自身

が問題意識を持ち、ニーズを挙げる必要がある。 
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